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第１章 計画の基本的な考え方 

１. 計画策定の趣旨 
 
○ 少子高齢化が進み、核家族やひとり暮らし高齢者、高齢者のみの世帯等が増加す

る中で、家族の意識も変化し、家族の介護、子育てなどの機能が低下してきていま

す。 
   

○ 地域での人と人との交流も希薄になりつつありますが、品川区では今なお町会・

自治会など地縁に基づく団体の活発な活動がみられる地域も少なくないなど、地域

社会の連帯の基盤は保たれているといえます。 
 

○ また、品川区世論調査等にみられるボランティア活動への参加意欲や定住志向の

高さは今後の地域の支えあいの潜在的な力を示しています。いくつかの地域では、

ボランティアグループなどを中心とした高齢者などへの支援活動や、地域ぐるみの

子育てネットワークづくりなどが進んでおり、地域での助けあいや支えあいの芽が

着実にみられます。 
 
○ こうした状況のもとで、だれもが住み慣れた地域で安心していきいきと生活して

いくためには、身近な問題にきめ細かく対応できるような地域に根差した助けあい

のしくみを区民と行政が協力してつくり上げていくことが必要です。 
 

○ そこで区では、区民と行政が協働して主体的に活動するための目標、指針を示す

ものとして「品川区地域福祉計画」を策定します。 
 
 

２. 計画の性格と位置づけ 
   

○  本計画は、区政運営の指針である「第三次品川区長期基本計画」の下位計画にあ

たり、社会福祉法第 107 条に定める計画です。 

 

○ この計画は、高齢者、障害者、児童等の分野ごとの計画を包含し、それらを地域

福祉という共通の視点およびしくみによってつなぎ合わせるものです。   

 

○ また、平成８年に社会福祉協議会が中心となって策定した「ふれあいサポート計画」

を引き継ぐものです。 

 

○ 本計画は、福祉医療関係団体・地域関係団体の代表や公募の区民などで構成する品

川区地域福祉計画策定委員会(平成１４年７月設置)での検討に基づき策定しました。 

 １



第１章 計画の基本的な考え方 

品川区地域福祉計画の位置づけ 
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第１章 計画の基本的な考え方 

３. この計画がめざすもの 

 

 

 

 

 

 

 

<基本理念> 

「 みんなが主役  参加と支えあいのまち 品川 」 

 

<基本目標> 

① 区民が互いに支えあう地域のつながりの構築 

地縁にもとづく相互扶助のしくみを、新しい時代のニーズに合わせて再生し、

区民ひとりひとりが孤立することなく、互いにふれあい、支えあえる地域のネッ

トワークを構築します。 

 

② 区民と行政がそれぞれの役割を担う公民の協働 

すべての区民が住み慣れた地域で、自分らしい豊かな生活を実現することがで

きるよう、区民と行政が協働し、それぞれの役割を担う地域社会をめざします。 

 

③ 区民みんなの参加で築く支援のしくみ 

          区民のだれもが何らかの形で関わることができるような支えあいのしくみを

構築します。また、そのしくみづくりや評価などにも区民が参加していくこと

をめざします。 

 

④ 誰にも分かりやすく、利用しやすいしくみづくり 

区民が自らの生活を組み立てるために必要な情報を分かりやすく提供し、サー

ビスを適切に利用できるしくみをつくります。 

  

 

 

役割を担う公民の協働 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区民が互いに支えあう 
地域のつながりの構築 
３

区民と行政がそれぞれの
 

誰にも分かりやすく、 
利用しやすいしくみづくり 
区民みんなの参加で 
築く支援のしくみ 



第１章 計画の基本的な考え方 

 ４

4. 計画期間 
 

○ 本計画の期間は、第三次品川区長期基本計画との整合性を図るため、平成１５年

度を初年度とし、平成２２年度までを計画期間とする８ヵ年の計画とし、必要に応

じて見直しを行います。 
 

５. 計画の評価、推進体制 
 
○ 町会・自治会、民生・児童委員協議会、高齢者クラブ、ＰＴＡ、ボランティア団

体等を構成メンバーとする「品川区ふれあいサポート活動推進委員会」を設置し、

地域福祉計画の実施状況の把握と達成状況等の評価を行うとともに、地域福祉に関

する全区的な取り組みの調整と推進の役割を担います。 
 
○ １３地区を単位として各地域の特性をふまえた多様な地域福祉の展開を図ってい

きます。 
 

品川区における地域福祉の展開 

町会・
自治会

商 店 街

P T A

区 民 の 活 動 を 支 え る 基 盤 づ く り

区民と区、共に地域社会づくり

個人
ボラン
ティア

高 齢 者
ク ラ ブ

民生・
児童委員

社会福祉
協議会

在宅介護
支援

センター

子育て支援
センター

障害者
生活支援
センター

企業
ボランティア

地域で自立した生活を送るために
支援が必要な人

ＮＰＯ法人

社会福祉
法人

地域センター

区役所
地域活動・防災・高齢者・児童・生活福祉担当課



第２章 品川区における地域福祉をめぐる状況  

１. 人口動向などからみた状況 
（１）総人口 

 
○  戦前に４０万人を超えていた品川区の人口は、戦後に一時１５万人台にまで減少

しましたが、その後高度成長期に急激な回復がみられ、再び４０万人を超えました。

しかし、その後は減少傾向に転じ、昭和４０年から昭和５５年までの１５年間で約

２０％の人口が減少しました。こうした中で、昭和５５年から昭和６０年には、八

潮団地の建設等により人口は一時的に増加をしたもののその後は概ね毎年３千～４

千人の減少が続きました。   
平成に入ってからも減少基調は続いていましたが、平成１０年以降は増加に転じ

ています。 
 

(各年１０月1日）

資料;国勢調査
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（２）世帯動向 

   
○ 品川区の世帯数はこれまで増減を繰り返していましたが、近年は増加傾向にあり

ます。また、一世帯当たりの人員は、戦前には４人を超えていましたが、核家族化

の進行にともない年々減少しており、平成１３年には１．９７人となっています。

これにより、世帯人員が１人もしくは２人の小世帯が、全体の７割を超えるに至っ

ています。 
 

（各年10月1日）

資料 ;国勢調 査
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(各年１月1日）

資料
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（３）年齢構成 

 
○ 年齢３区分別の人口構成をみると、品川区においても少子・高齢化が進行してい

ます。こうした中で平成４年４月には 6５歳以上の高齢者人口が１４歳以下の年少

人口を上回って逆転して推移しており、平成１５年１月には高齢者人口の割合は１８．

１％となっています。 

    一方、少子化も進行しており、品川区の合計特殊出生率（１人の女性が一生に生

む子ども数の平均）は国や東京都の値を下回っており、平成７年の０．９０人から

平成１３年には０．８５人へと低下しています。 

 
年齢３区分別人口構成比率の推移 (各年１月1日）

資料:住民基本台帳
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資料； 品川区資料
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 ８

（４）地域別にみた少子化・高齢化の現状 

 
○ 少子化・高齢化の状況を地域別にみると、荏原地区（荏原第一～第五）をはじめ

として概して高齢化率の高い地域ほど年少者率が低くなっています。 
また、昭和５０年代後半に団地が建設された八潮地域では、現在のところ高齢化

率が低く、年少者率が高くなっていますが、今後は高齢化率が急速に上昇するもの

と見込まれます。 
なお、大井第一地域では工場跡地にファミリータイプのマンション建設が進んで

いる状況を反映して、高齢化率が低い反面、年少者率が高くなっています。 
 

品 川 第 一 22,593 11,716 1.93
品 川 第 二 21,559 10,858 1.99
大 崎 第 一 31,687 17,707 1.79
大 崎 第 二 20,640 10,850 1.90
大 井 第 一 39,614 20,733 1.91
大 井 第 二 19,876 10,374 1.92
大 井 第 三 20,899 9,962 2.10
荏 原 第 一 26,701 13,924 1.92
荏 原 第 二 20,192 10,505 1.92
荏 原 第 三 33,481 17,665 1.90
荏 原 第 四 29,366 15,615 1.88
荏 原 第 五 20,981 10,105 2.08

八   潮 14,593 5,533 2.64
計 321,282 165,547 1.94

地域センター名 地区別人口 世帯数
世帯あたり

の人口

（平 成 １４年 ４月 １日 ）

資 料 ；住 民 基 本 台 帳

      地域別人口・世帯数 
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品川第二

品川第一

年少者率(％)

高齢化率(％)

 各地区の年少者率と高齢化率    （平成１４年４月１日）

※年少者率、高齢化率とは人口に占める年少者

（０～１４才）、高齢者（６５才以上）の割合を

示しています。 

資料：住民基本台帳 
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（５）高齢者のいる世帯の世帯類型（品川区と全国） 

 
○ 高齢者のいる世帯類型をみると、単独世帯と夫婦のみ世帯が年々増加しています。 

全国と比較すると、平成１２年には品川区は単独世帯が３３．５％で、全国平均

より１３．３ポイント高く、夫婦のみ世帯と合わせると５９．４％となっています。 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

品川区 （単位：世帯）
全世帯数 高齢者のいる世帯

単独世帯 夫婦のみの世帯 同居世帯
1985（昭60）年 149,658 27,343 5,374 19.7% 6,235 22.8% 15,734 57.5%
1990（平２）年 151,756 30,104 7,168 23.8% 7,616 25.3% 15,320 50.9%
1995（平７）年 149,466 34,921 9,631 27.6% 8,224 23.6% 17,066 48.9%
2000（平12）年 156,065 41,329 13,830 33.5% 10,712 25.9% 16,787 40.6%

全国 （単位：千世帯）
全世帯数 高齢者のいる世帯

単独世帯 夫婦のみの世帯 同居世帯
1985（昭60）年 38,133 9,284 1,181 12.7% 1,651 17.8% 6,452 69.5%
1990（平２）年 41,036 10,729 1,623 15.1% 2,218 20.7% 6,888 64.2%
1995（平７）年 44,108 12,780 2,202 17.2% 3,042 23.8% 7,536 59.0%
2000（平12）年 47,063 15,045 3,032 20.2% 3,977 26.4% 8,036 53.4%

（資料）総務庁『国勢調査』各年版により作成 

   （注１）「単独世帯」は、６５歳以上の一人世帯 

   （注２）「夫婦のみ世帯」は、少なくとも一方が６５歳以上の夫婦の世帯 

   （注３）「同居世帯」は、「高齢者のいる世帯」から「単独世帯」および「夫婦のみ世帯」を除いたもの 

 
 
 

ひとり暮らし高齢者・高齢者世帯実態調査（平成１４年６～８月実施） 

 
 
 
 
 

高齢者総数 品川第一 品川第二 大崎第一 大崎第二 大井第一 大井第二 大井第三 荏原第一 荏原第二 荏原第三 荏原第四 荏原第五 八潮

５，７８０
[ひとり暮らし

高齢者数]
４０２ ４８２ ５７７ ３３４ ７００ ４６５ ３７９ ４０６ ３３１ ５７８ ５６６ ４１４ １４６

４，３５０
[高齢者世帯数]

３５１ ３１４ ５０８ ２４１ ４７２ ２３３ ２９８ ３１６ ２８０ ４１５ ４１９ ３５８ １４５

※ 「ひとり暮らし高齢者・高齢者世帯実態調査」は、高齢者が居室内で倒れるなど緊急事態が発生した

場合や災害時等の際の支援、救援や日常的な生活支援等を行うために必要な情報を把握するために

区が３年ごとに実施している調査です。居住地の周囲５００メートル以内に二親等以内の親族がい

ない実質的な「ひとり暮らし高齢者」または「高齢者世帯」を対象に、民生・児童委員の訪問によ

り調査を行っています 

※ 「ひとり暮らし高齢者」とは、７０歳以上で、居住地の周囲５００メートル以内に２親等以内の親族

がいない高齢者 

「高齢者世帯」とは、７０歳以上のみの世帯か、７０歳以上の人と６５歳以上の人で構成される世帯

で居住地の周囲５００メートル以内に２親等以内の親族がいない高齢者 
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２. これまでの地域福祉推進の取り組み 

（１）ふれあいサポート活動を中心とした「共助」の展開 

    

  １）ふれあいサポート活動の具体的な推進 

 

① ふれあいサポート計画の策定 

 

○  品川区では、大都市における地域住民相互の助けあいのあり方を区民ととも

に考え、これを区民のボランティア活動である「ふれあいサポート活動」とし

て展開してきました。 

 

○  「ふれあいサポート活動」は、昔からあった地縁による相互扶助システムを

新しい形で再生させた地域の相互支援の活動であり、地域に根ざした組織（町

会・自治会、民生・児童委員、高齢者クラブ等）を核として、個人や企業のボ

ランティアが参加するゆるやかな支えあいのネットワークです。 

 

○  平成８年２月に社会福祉協議会が中心になって策定した「ふれあいサポート

計画―品川区地域福祉区民活動計画―」に基づいて、区民が相互に助け合う地

域福祉活動を推進してきました。 

 

② ふれあいサポート活動の具体的な推進 

 

ア）学校給食等の配食 

○  ひとり暮らし高齢者等で、常に食事を提供してくれる方がなく、調理や外出

が困難な方に学校の給食等をボランティアが届けるサービスです｡ 

 

○  小学校の給食を活用して昼食を週 2 回ボランティアが届けるサービスは、

平成元年４校で開始し、現在は区内４０校の小学校のうち３９校で実施してい

ます。 

 

○  中学校では、給食とは別に高齢者向けの夕食を調理し、ボランティアが週２

回利用者宅に届けています。平成９年度に 2 校でモデル実施を行い、以後毎

年２校ずつ拡大し、区内１８校の中学校のうち現在１２校で実施しています。 
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イ）災害時の助けあいシステムの推進 

○  ひとり暮らし高齢者や障害者等の災害要援護者支援については、平成１０年

度から防災区民組織と協力して災害要援護者名簿の作成を進めてきました。 
 

○  平成１４年度は、避難・誘導支援のワークショップ注 1 を実施して、避難誘

導マップの作成、避難支援の役割確認などの実験結果をまとめました。平成１

５年度は、さらに４地区でワークショップを実施し、災害要援護者支援マニュ

アルの作成へとつなげていきます。 
 

ウ） その他の取り組み 

○  従来地域センターが窓口となって外出の同行、家事援助、買物の手伝いなど、

区民の日常生活を支援する地域相互支援活動に取り組んで来ました。しかし、

区民に分かりやすく、より効果的に活動を推進できるよう、平成１４年度から

はふれあいサポート活動に一本化しています。 

 

③「地区ふれあいサポート活動会議」の設置 

 

○  ふれあいサポート活動は地域センターが地域社会の核としてボランティア

の調整などコーディネート役をはたしていますが、平成１４年度には地域にお

けるふれあいサポート活動を推進する母体として、各地域センターごとに「地

区ふれあいサポート活動会議」を設置しました。 
 

○ 「地区ふれあいサポート活動会議」は、町会・自治会、民生・児童委員、高

齢者クラブ、ＰＴＡ、ボランティア団体、在宅介護支援センター等の地域団体

により構成し、地域情報の周知・連携・情報交換等を通して各地域の特性を生

かした運営を行っています。 

 

２）相互に支えあう地域での子育て支援の展開 

 

○  区では平成 14 年 9 月、子育てを総合的に支援するための拠点となる品川

区家庭あんしんセンターを開設し、そのなかに「ファミリーサポートセンター」

を設置しました。 
 

○  「ファミリーサポートセンター」は会員組織で、育児の支援を受けたい方（利

用会員）と、育児の支援を行いたい方（提供会員）のコーディネーターとして

支援活動の調整を行っています。新たな提供会員の養成や会員同士の交流も実

施し、相互に支え合う地域の子育て支援の展開をめざしています。 

                                                      
注 1 ワークショップとは、「ＷＯＲＫ」（身体を動かす）＋ 「ＳＨＯＰ」（自分で作った物を公開する場）の意味です。

関係者が様々な共同作業や体験を行い、交流を深めながら問題解決への道筋をつくる場のことです。 
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（２） 品川区における福祉施策の取り組み 
 

① 自治権の拡充と児童福祉施策の推進 

 

○  品川区では、昭和 40 年に地方自治法が一部改正され福祉事務所が東京都か

ら移管されて以降、その時々の状況の変化に応じて福祉施策の充実に積極的に

取り組んできました。 

 

○  高度成長に伴い、女性の社会進出が進み、保育需要が急増した昭和 40 年代

から 50 年代にかけては、乳幼児の健全育成と働く親を支援するため保育園の

整備や保育内容の充実に力を注いできました。 

      

○  また、児童の健全育成を目的とした児童センターおよび保護者の就労や病気

などで放課後に家庭で適切な保護育成を受けられない小学校１年生から 3 年

生までを対象とした学童保育クラブの整備を進めるなど、児童福祉施策全般に

わたり積極的な推進を図りました。 

 

② 高齢化対策の推進 

 

○  昭和 50 年代後半からは、高齢化の急速な進行を踏まえ特別養護老人ホーム

や在宅サービスセンター、さらには高齢者住宅などの施設整備を進めるととも

に、要介護高齢者の在宅生活を支えるため、ホームヘルプ、ショートステイ、

デイサービスなどの在宅福祉サービスの充実に取り組んできました。 

 

○  また、全体の約９割にのぼる元気な高齢者が、いつまでも健康で心豊かに生

活できるよう、就労やボランティア、学習・スポーツ、趣味など、幅広い分野

における基盤整備に努めてきました。こうした高齢福祉に対する早くからの取

り組みが成果をあげ、平成 12 年度からの介護保険制度の導入に際しても、円

滑に対応することができました。 
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 １３

③ 少子化対策の推進   

    

○ 一方、近年少子化が急速に進行する中で、核家族化が進み、家庭の養育機能

が低下してきています。                      

また、地域における子育て支援の機能も弱まっており、安心して子どもを産

み育てることができるような環境整備が重要な課題となっています。 

そのため、区では子育てと仕事の両立の支援の観点から公私立合わせて全

４６園にのぼる保育園のネットワークをフルに活用し、延長保育や夜間保育、

休日保育など働く親たちの切実な願いに応えた保育サービスの充実に努めて

います。 

 

○ 在宅での子育て支援の面でも育児の孤立化を防ぎ育児不安を解消できるよ

う、子育て相談あるいは母親同士の交流の場として児童センターの活用を図っ

ています。 

さらに、従来の保育園と幼稚園の枠組みを超えた新たな子育て支援          

のしくみとして幼保一元化の実現に取り組むなど、幅広い視点にたった総合的

な施策の展開により、少子化対策の推進に努めています。  
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1. 13 地区を単位とした地域福祉の推進 

 

 
 

大崎第一

大崎第二荏原第一

荏原第二

荏原第三

荏原第四

荏原第五

品川第一

品川第二

八潮

大井第一

大井第二

大井第三

目

黒
線

池
上

線

山
の

手
線

大井町 線

り
ん

か
い

線

京

浜

東

北

線

横
須

賀

線

京

浜

急

行

目黒駅

大井町駅

品川駅

大崎駅

旗の台駅

西大井駅

五反田駅

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

○  この計画の基本理念である「参加と支えあい」を具体化し、「ふれあいサポ

ート活動」等の具体的施策を展開するにあたっては、区民が身近な地域におい

て、サービスを受け、同時に、サービスの担い手となることが望まれます。 

    また、そのためには、区民の活動を支援し、コーディネート（調整）する拠

点が必要です。 

 

○  そこで、品川区では、地域センターを拠点とした 13 地区を計画推進のため

の基礎単位として設定します。 
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○  地区ごとに設置された「地区ふれあいサポート活動会議」では、地域におけ

るニーズ把握などの情報収集･情報交換を行い、関係者が円滑に連携して、地

域の実情に応じたふれあいサポート活動の展開を図るものとします。 

 

○  また、地区単位で解決しにくい課題や全区的な取り組みが求められる課題に

ついては、全区組織である「品川区ふれあいサポート活動推進委員会」が、調

整を行い、地区単位の活動を支援するとともに、区全体の地域福祉を推進しま

す。 

 

○  こうした推進体制とともに、区役所関係各課による庁内連絡会議を設け、横

断的な支援・連携を区として組織的に支援します。 

 

地域福祉計画の推進体制 
 

区役所関係各課による
庁内連絡会議

地区ふれあいサポート活動会議
13の地域センターごとに設置。

地域における連携･情報交換を行う。

【構成メンバー】
町会･自治会、民生・児童委員協議会、高齢者クラブ、青少
年対策地区委員会、地区防災協議会、PTA、ボランティア
団体、企業、在宅介護支援センター               …等
【事務局】
各地域センター

品川区ふれあいサポート活動推進委員会
活動の計画的推進･全体的調整

【構成メンバー】
町会・自治会、民生・児童委員協議会、高齢者クラブ、福祉・
医療関係団体、福祉施設関係者、商工団体、学校、PTA、ボラ
ンティア団体、NPO、社会福祉協議会             …等
【事務局】
区役所関係各課（地域活動課等）、社会福祉協議会事務局

連絡・調整
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 １７

２. ふれあいサポート活動の活性化 

 

【現状と課題】 

 

○「ふれあいサポート活動」は平成８年２月に社会福祉協議会と区が中心となって

策定した「ふれあいサポート計画―品川区地域福祉区民活動計画―」に基づく活

動で、地縁による相互扶助システムを新しい時代のニーズに合わせ新しい形で再

生させた地域における相互支援の活動です。その活動の主な対象は、介護を必要

とする状態には至らないものの、地域において自立した生活を送るためには何ら

かの支援が必要な高齢者や障害者などです。 

   

○「ふれあいサポート活動」では、これまで、区とボランティアセンター（社会福

祉協議会）が連携し、地域センターの職員がコーディネーター（調整役）となっ

て、各地域における町会・自治会、民生・児童委員、高齢者クラブ、PTA、商店

街、個人・企業のボランティア等が活動を推進してきました。 

 

○ 当初予定していた活動メニューのうち実際に取り組みが始まったものとして、

学校給食などの配食サービス、買い物・病院への同行などの活動があります。し

かし、高齢者の増加にもかかわらず、利用者数が伸び悩んでいるため、利用者の

ニーズをきめ細かく十分に把握する必要があります。 

 
給食配食サービスの推移 

 

中学校（荏原第三、戸越台）夕食９月開始

小学校（品川）

中学校（富士見台、平塚）

中学校（大崎、荏原第五）

中学校（日野、荏原第六）

小学校（八潮南、八潮北）

中学校（東海、浜川）

小学校（大原、大間窪、芳水、清水台、杜松）

小学校（山中、延山）

小学校（大井第一、御殿山）

小学校（第二日野）

小学校（浅間台、小山台、旗の台、上神明、伊藤）

小学校（浜川、台場、後地、戸越、第四日野、鮫浜、城南第二）

小学校（鈴ヶ森）

旗台会が配食参加

実 施 校 他

小学校（城南、第一日野、原、平塚 ）７月新規開始

小学校（小山、立会、京陽、第二延山）

小学校（三木、源氏前、第三日野、宮前、中延）  京陽会配食開始

７９ ４３７１ ７

７３

５７ ７８

７０

１１３

１２０

４１ １０４

３３ １０９３１ ５

４０

１５１

１３８

１５９ ７

１６４ １４

１５６１５５ ７

１５

１８５

１６５

１９０

１７７

１９２

１８６

１８２

１４１

１４４

１５７

３３

４５

５８

８６

学校給食配食 夕食配食
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱによる

調理、配食

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
利用者

（人） 個人
（人）

団体
（団体）

個人
（人）

個人
（人）

１４

１１

１２

１３

９

１０

４

５

６

７

８

元

２

３

年
度

（
平

成

)

団体
（団体）

８２ ２６ １
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（人）
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利用者

（人）団体
（団体）

１２８

１５４６５ ７

１１１
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１９２ ２５
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 多様なふれあいサポート活動の展開

【地区ふれあいサポート活動会議】

高齢者クラブ 町会・自治会

商店街 地区委員会 PTA

地 域 セ ン タ ー
地区の事務局

コーディネーター＝
品川区社会福祉協議会
品川ボランティアセンター協力

対象者

活動メニュー
（例）

参加メンバー
（例）

コーディ
ネーター

支援が必要な人々
（高齢者、障害者、子育て中の人達など）

ふ
れ
あ
い
サ
ポ
ー

ト
活
動

の
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手
と
し
て
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健
康
づ
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・

介
護
予
防
の
ミ
ニ

デ
イ
サ
¦
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銭
湯
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の
同
行
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懇
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・
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在宅介護支援センター
子育て支援センター

障害者生活支援センター
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・
福
祉

サ
ー

ビ
ス

連携

ふ れ あ い サ ポ ー ト 活 動

子
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援

子
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会
活
動
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子
交
流
会
等

主任児童
委員

民生・
児童委員
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○ ふれあいサポート活動を活性化するためには、その中心的な役割を担う地域セ

ンターの機能を強化するとともに、関係機関と密接な連携を図ることが必要です。 

 

○ 現在、ふれあいサポート活動を担うボランティアの人数が少なく、サービス提

供体制が不安定になっているため、地域センターがボランティアの確保に努める

と共に、適切なコーディネート（調整）を行うことが課題となっています。 

 

○ ふれあいサポート活動に関わる団体・関係者等により運営される「地区ふれあ

いサポート会議」について、地域特性に応じた活性化を図ることが課題となって

います。 

 

○ ひとり暮らし高齢者や障害者等に対する災害要援護者支援制度は、平成 10 年度

から取り組みを開始しましたが、災害要援護者を支援するための名簿を作成して

いるのは一部の町会・自治会にとどまっているため、早期に区全体の災害要援護

者の実態を把握するための名簿作成を行うことが求められています。 

 
【今後の方向性】 

 

ニーズ把握の強化 ① 

 

ア）地域センター職員の資質向上 

地域センター職員が、利用者ニーズを把握するための面接手法や相談・調整

業務の進め方を習得し、的確なニーズ把握によるコーディネート（調整）がで

きるよう、社会福祉協議会と連携した研修体制を整備します。 
 

イ）定期的なニーズ把握・検討体制の整備 

民生・児童委員が３年おきに実施する「ひとり暮らし高齢者・高齢者世帯調

査」に基づく定期的な利用者のニーズ把握に加えて、民生・児童委員が発見し

たふれあいサポート活動の潜在的な利用者、「生活上の困りごとがあるが、当面

は支援不要」と回答した方等についても、ふれあいサポート活動の中で継続的

に見守りを行う中で、適宜ニーズを把握し、サービス利用につなげていきます。

また、一方で、身近な場所で介護予防などを目的に軽いリハビリや趣味の活動

を行うミニデイサービスなど高齢者等が地域社会に出かける機会をつくり、地

域と双方向のつながりを持つことができるような体制を整備します。 
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② 多様なサービスメニューの展開 

 

ア）地域食事サービスの充実 

利用者の意見を踏まえたメニューを提供したり、民生・児童委員が各地域ご

とに開催している高年者懇談会や異世代交流を目的としたふれあい給食の対象

や回数を拡大したり、学校の空き教室を利用した会食会を開催するなど、想定

される多様なニーズに応じて、さまざまな食事サービスを実施し、地域食事サ

ービスの充実を図ります。 
 

イ）対象者と地域をつなぐサービスの開拓 

自立支援高齢者を中心に、地域における利用者の幅広いニーズに応えられる

よう、配食サービスのほか、健康づくり・介護予防のためのミニデイサービス、

連れ添って銭湯、ごみ出し、買い物・病院への同行、災害要援護者支援および

子ども会活動・子どもたちの見守り等の子育て支援メニューを展開します。 
 

区民参加の促進 ③ 

 

ア）「地区ふれあいサポート会議」の活性化 

地域に暮らす区民一人ひとりの声を踏まえ、地域の特性に応じた活動を展開

するために、多様な地域団体・関係者（特に町会・自治会、民生・児童委員、

高齢者クラブ、PTA 等）の参画を得て、「地区ふれあいサポート会議」を活性

化します。 

「地区ふれあいサポート会議」は、地域に暮らす区民の視点に立って、ふれ

あいサポート活動について分かりやすく周知し、地域住民のボランティア活動

への参加を進めるとともに、利用者ニーズに応じた柔軟な活動の展開を図りま

す。 
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イ）高齢者クラブの参加促進 

元気高齢者の社会参加を促進するとともに、高齢者社会参加プログラム注 2と

ふれあいサポート活動の一層の連携を進めるために、活動の担い手として高齢

者クラブの参加を促進し、高齢者クラブ・ふれあいサポート活動双方の活動の

活性化を図ります。 

 

ウ）「健康づくり推進委員会」との連携 

今後、１３地域センター単位で推進される「健康づくり推進委員会」とふれ

あいサポート活動の連携を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高 齢 者 ク ラ ブ

清掃ボランティア

 ・  各高齢者クラブで、地域の公園、神社、公共施設、駅前などを月１～２回
   会員によって清掃を行っています。
             ・ 参加クラブ数     １２３クラブ
             ・ 社会奉仕活動の一環として、高齢者クラブ（老人クラブ）が発足した
                 当時から実施。
             ・ 高齢者の社会参加の一つとして、また地域での活動の一環としてどの
                 クラブでも実施しているボランティア活動。

給食配食サービスボランティア

 ・  品川区で実施している給食配食サービスを対象に、各地域センターごとに
   分かれた各クラブのふれあいサポート活動推進委員を中心として、ボランティア活動
   に参加しています。

             ・ 平成７年より実施
             ・ １３地域中３地域で実施（平成１４年８月現在）
             ・ 高齢者の相互支援活動の中心的活動として取り組んでおり、今後
                 地域を拡大。

高

                                                      
注 2 高齢者社会参加プログラムとは、就業、ボランティア、生涯学習やレクリエーションなど、様々な高齢者の社会

参加の機会を用意するために、区が「品川区高齢社会保健福祉総合計画」の中で関連する事業を体系的なプログラ

ムとして位置づけ推進しているものです。 
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④ 

                                                     

地域センターの機能強化・関係機関との連携 

 

ア）ふれあいサポート活動利用者の「支援プラン」注 3の作成 

地域センター職員は、ふれあいサポート活動利用者一人ひとりの生活に合わ

せて、具体的な「支援プラン」を作成し、サービスをコーディネート（調整）

するとともに、より身近な地域で支えるしくみを整備します。この記録は、プ

ライバシーの保護には十分に配慮しながら、ふれあいサポート活動の関係者が

共有し、効果的な活動が実施できるように活用します。 

 

イ）社会福祉協議会、民生・児童委員との連携 

ふれあいサポート活動の中心となる地域センターでは、ボランティアのコー

ディネート（調整）、相談・情報提供への対応等の役割を円滑に遂行するため、

地域福祉推進に関するノウハウ（知識・技術）や人材を有する社会福祉協議会

や、地域の実情に精通した民生・児童委員との連携を強化します。 

         

ウ）ボランティア研修の充実 

ふれあいサポート活動が円滑に進められるよう、地域センターと社会福祉協

議会のボランティアセンターが連携して、ボランティアに対する登録時研修を

実施します。また、ボランティア登録したものの、ニーズがなく活動にいたっ

ていない地域住民等が活動意欲を維持できるように、また、実際活動している

ボランティアの自覚と責任感を高められるよう、登録後も定期的に研修や交流

会を開催します。 

 

エ）専門的な対応が必要なケースについての関係機関との連携 

地域センターを中心としたふれあいサポート活動だけでは支えきれない事例

については、在宅介護支援センター、障害者生活支援センター、家庭あんしん

センター等と連携して対応します。また、その実績を踏まえ、相互に情報を共

有するための様式集の開発や社会資源の有効活用を目指します。 

 

 
注 3  「支援プラン」とは、ふれあいサポート活動の利用者のニーズや生活の状況をふまえ、利用者が地域で自立した

生活を送るために、いつ・どこで・だれが・どのような支援を行うかを明確にし、サービス利用日時や利用するサ

ービスの内容を取りまとめた計画をさします。 
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高齢者の心身状況に応じた支援システム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

元気な高齢者
自立支援高齢者
要支援高齢者

要介護高齢者

ふ れ あいサ ポー ト活 動
近隣の助け合い

公的サービスとの連携

ボラ ン テ ィア
高齢者クラブなど

健 康 づ くり・
ﾚｸﾘ ｴ ｰｼｮﾝ

食事 安否確認
緊急通報

ホームヘルプ
（家事）

ミニ
デイサービス

地域センター 在宅介護支援
センター

ふれあいサポート
活動への参加支援

「支援プラン」の作成
サービスコーディネート

「ケアプラン」の作成

サービス
調整機関

ケア マ ネジ メ ン ト

訪問看護

ショートステイ

1
高齢者参加プログラム

２
自立支援ネットワーク

３
在宅介護支援システム

訪問介護

デイサービス など
学 ぶ

シ ル バ ー 大 学 な ど

働 く
シ ル バ ー 人 材 セン ター な ど

 

 区では、高齢者を「元気な高齢者」「自立支援高齢者・要支援高齢者」「要介護高齢者」

という 3 つの類型に分け、それぞれに対応した支援システムを構築し、その心身状況に

あわせたサービスを提供しています。高齢者を対象としてふれあいサポート活動を展開

する際にも、この３つの類型に応じた対応を行います。 

 元気な高齢者に対しては、高齢者クラブ等を通じてふれあいサポート活動の担い手と

して活躍できるよう、地域センターが情報提供など参加の支援を行います。また、ふれ

あいサポート活動のうち、健康づくりやレクリエーションなど、地域で自立した生活を

続けられるようなサービスの利用を働きかけます。 

 自立支援高齢者・要支援高齢者に対しては、地域で自立した生活を送るために、ふれ

あいサポート活動のさまざまなサービスを通じた支援を行います。その際、効果的・効

率的な支援を行えるよう、地域センターが「支援プラン」を作成し、サービスの調整を

行います。 

 介護が必要な要介護高齢者に対しては、在宅介護支援センターが作成するサービス計

画（ケアプラン）に基づいて、介護保険のサービスを提供し、在宅介護を支援します。

また、介護保険だけで支えきれないニーズについては、ふれあいサポート活動等の地域

における支援活動で補完します。 
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⑤ 災害要援護者支援体制の整備の促進 

 

ア）区全体の災害要援護者名簿の作成・更新体制の整備 

平成 14 年度のモデル実施の結果を踏まえ、消防署、警察署との連携も視野

に入れて、災害要援護者名簿の作成・更新体制について早急に整備します。 

 

イ）災害要援護者支援マニュアル（手引き）の活用 

具体的な避難・誘導などの方法について支援マニュアル（手引き）を作成し、

防災区民組織における活用、具体的な取り組みを促進します。 

 

災 害 時 助 け 合 い シ ス テ ム の 推 進 

１４年度 １５年度

   ワークショップ実施
        （１ヶ所実施）

   小山２丁目東部町会
    ・避難誘導マップの作成
    ・避難支援の役割確認
    ・実験結果のまとめ

  災害要援護者助けあいシステムの確立

   ◆前年に続き４地区でワークショップ実施
       ・ワークショップ実施の際には他の町会に
         も参加を呼びかけ参考にしてもらう。
         ここで出された意見を支援マニュアルに
         反映させる
 
   ◆災害要援護者支援マニュアル作成
       ・マニュアルを基に各町会へ呼びかける
 
   ◆地区防災訓練でモデル実施
       ・地区防災訓練のメニューのひとつとして
         今後取り入れていく

ふれあいサポート活動調査をもとに災害要援護者名簿作成

 ・当初は数名の対象でもワークショップや地区防災訓練に取り入れることによって
   拡充していく

        １２１名・４１町会（１４年１１月２０日現在）

各町会・自治会
へ普及

各町会・自治会・
防災課・

防災区民組織事務局

◆災害時助け合いシステムの
コーディネイト研修を受講して必
要なアドバイスや援助をしていく

今後の展開

 

※ 区では、災害時に地域の方の協力で予め援護する人を決めておき、避難誘導の方法等を訓練して災害時に備

えていくという「災害時助けあいシステム」を推進しています。 

１４年度には荏原第一地区で、実際に避難誘導実験を経験し、その活動について話し合う「ワークショップ」
を開催しました。 
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ひとり暮らし高齢者・高齢者世帯・障害者の方で日常生活で困っていることがある人

                        ふれあいサポート活動連合会
●各町会・自治会　真交町会、博友町会、諏訪町会、三睦会、明睦会、同友町会、南品川南睦会、
東睦会，六丁目睦会、東親会、東品川第1自治会、自治八潮会、都営東品川第３アパート自治会
●高齢者クラブ　万寿会、喜楽会、明正クラブ、南桜真会、さくら会
●青少年対策地区委員会　　　●民生委員協議会　　　●防災協議会
●東品川在宅介護支援センター　　　●東品川第二在宅介護支援センター

食事サービス

学校給食の配食

中学校夕食の配食

支援活動
家事援助

話し相手

病院へ同行

薬の受け取り

買い物の付き添い等

災害弱者支援

緊急事態発生時安全
の確認と救助活動の
援助

個
人
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア

団
体
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア

高
齢
者
相
談
員

協力近隣住民（ボランティア）

推進会議（具体的な活動を推進する会議）
推進実行委員　　町会・自治会、高齢者クラブ
から選出委員

活動会議（全体掌握のための会議）
各団体の会長等

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※ この「お知らせ」は、品川第二地区の「ふれあいサポート活動」を紹介するために、地域

ニュースとして地域の住民などに配布したものです。 
 

ふれあいサポート活動事例（品川第二地域センター発行のお知らせより） 
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町会･自治会の推進実行委員　 ◎支援活動･災害要援護者支援・配食体制

§活動会議　◎全体の掌握（年4回程度開催予定）

品川第二地区ふれあいサポート活動推進体制　　平成１４年7月11日

高齢者クラブの推進実行委員 　◎配食サービス体制

配　食

希望者

民生委員
訪問・調査･相談

地域センター
要請後・訪問・調査

審査

最寄の学校決定

 
担当の高齢者クラブ
へ協議

城南小学校

城南第二小
学校

浅間台小学
校

さくら会の推進リーダー

万寿会の推進リーダー

喜楽会の推進リーダー

配食
サービス

開始

南桜真会の推進リーダー

・支援活動

・災害時支援

・配食を希望

されている方

民生委員

訪問・調査･相談

地域センター
要請後・訪問・調査

審査

 
担当の推進実行委員

さんへ協議

（町会･自治会）

       推進実行委員
推進実行委員さんを中心にグ
ループにて対応する。

        （協力近隣住民）

本人･家族・知り合い
の方等より申込

本人･家族・知り合い
の方等より申込

・支援活動

・災害時支援

・配食サービス

    開　始
状況変化に伴い、
地域センター･支
援センターで対応

明正クラブの推進リーダー
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３. 地域福祉の担い手の支援、育成、協働 

 

（１） 社会福祉協議会 

 

【現状と課題】 

○   品川区社会福祉協議会は、社会福祉法第 10９条に基づく社会福祉法人で

あり、昭和 27 年に都内で 8 番目に設置され、38 年に社会福祉法人となり

ました。平成 14 年に設立 50 周年を迎えたところです。 

 

○   社会福祉協議会は地域福祉を推進するために設置された組織であり、民

生・児童委員制度、共同募金制度と密接な関係にあり、行政をはじめ、会員、

町会・自治会、ボランティア、福祉関係者等に支えられた組織です。 

 

○   区からの補助金、会員の会費、歳末たすけあい募金、寄付金等によって運

営されています。 

 

○   社会福祉協議会に対する区民の認知度は 37.4%（平成 14 年度品川区世

論調査）にとどまっており、会員数は横ばいで、歳末たすけあい共同募金も

減少傾向にあります。 

 

○   介護予防への取り組みや地域における区民の新しい福祉活動への支援、社

会的援護を必要とする人々に対する支援などの新しい福祉課題、行政でも民

間でも取り組みにくい隙間の課題に対して、積極的に対応していく必要があ

ります。 

 

○   今後地域センターが中心となってふれあいサポート活動を展開していく

ことをふまえ、地域福祉の推進に関するノウハウ（知識・技術）や人材を有

する社会福祉協議会と地域センターとの連携の強化が必要です。また、ふれ

あいサポート活動の重要な担い手である民生・児童委員の活動に対する支援

が重要となります。 

 

○   介護保険制度が成熟していく中で、有償在宅福祉サービス（さわやかサー

ビス）をどう位置づけるかが課題となっています。 
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○  地域福祉の推進主体として、福祉の人材の養成に努めると共に、優秀なス

タッフを確保し、社会福祉協議会の組織体制を整備することによって、区民

の期待に十分応えられる社会福祉協議会活動を実現する必要があります。 

 

社会福祉協議会の会員数の推移 
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さ わ や か サ ー ビ ス

日常生活において手助けを必要としてい
る方に対し、その方に必要なサービス
を、協力会員が有償で提供します。
（年会費：３０００円）

●家事援助
掃除・洗濯・食事づくり・外出の付き添
い・話し相手など
（１時間700円、交通費実費）

●おでかけ（移送）サービス
車椅子専用車両で通院などの送迎をしま
す。
（１回１時間800円）

さ
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【今後の方向性】 

 

① 魅力ある社会福祉協議会活動の展開と普及・啓発の推進 

 

ア）魅力ある社会福祉協議会活動の展開と紹介 

区民が社会福祉協議会活動を知ること、社会福祉協議会の会費を支払って会

員になることが地域福祉への参加の第一歩であるという方向性の下に、魅力的

かつ積極的な社会福祉協議会の活動を展開し、紹介します。 

 

イ）創意工夫した広報活動の推進 

親しみやすく明るいイメージの事業を展開するとともに、創意工夫した広報

活動を展開します。 

 

② 社会福祉協議会の特色を生かした活動の展開・充実 

 

ア）「さわやかサービス」の発展的再編成 

介護保険制度などの導入を受けて、「さわやかサービス」はひとり暮らし高齢

者等が自宅で自立した生活を継続できるよう、制度上のサービスでは対応が難

しい家族的な支援のよさをいかす方向で発展的に再編成を行います。 

 

イ）「ミニサロン」活動の支援 

自立支援高齢者に対する生きがいづくりや介護予防のためのサービス事業を

積極的に支援します。具体的には、区民の自宅等を活用した身近で自主的なデ

イサービス活動や、民生・児童委員が地域で展開している高年者懇談会を「ミ

ニサロン」と位置づけ、地域単位できめ細かに展開します。 

 

③ 地域センターとの連携強化、民生・児童委員活動への支援 

 

ア）ふれあいサポート活動における地域センターとの連携強化 

ふれあいサポート活動の中核を担う地域センターと社会福祉協議会の連携を

強化し、以下のようなサービスや事業が地域センターを中心に行えるようにし

ていきます。 

・福祉に関する総合相談、関連するサービス機関への適切な紹介、案内 

・ふれあいサポート活動の担い手であるボランティアの組織化・コーディ

ネート（調整）・研修 

・高年者懇談会の開催 

・自立支援高齢者に対する相談支援 
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イ）民生・児童委員活動への支援 

民生・児童委員からの相談受付体制や研修機能等を充実させるとともに、

民生・児童委員協議会の組織活動を活性化できるよう様々な支援を行ってい

きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高 年 者 懇 談 会

   昭和６２年９月、品川区社会福祉協議会
老人福祉部会で、ひとり暮らし高齢者を対
象とした会食懇談会について検討しまし
た。
  その検討報告に基づき、同年１０月から
２会場で事業を開始し、当初から民生・児
童委員との協力連携により実施していま
す。参加者も昭和６３年度の約６００人か
ら平成１３年度には１２会場、約４２００
人と増え対象のひとり暮らし高齢者からは
大きな期待を寄せられる事業となっていま
す。

■ 目的  ：  ひとり暮らし高齢者の介護予
防と健康および生きがいの充実を図る。

■ 対象  ：  品川区に居住する、ひとり暮
らしで７０歳以上、常時特別な介護を必要
とせずに日常生活を営んでいる人で、健康
および生きがいなどについて会食による援
助の必要性が認められる人。

■ 実施方法  ：  参加者は民生・児童委員
への申し込みによる。地区民生・児童委員
協議会ごとに月一回会食し、あわせて懇談
会、講演会、アトラクションなどを実施す
る。

高

 

④ 地域福祉を推進する主体への支援・協働 

 

ア）NPO 注 4・ボランティア団体に関する広報・啓発と協働 

地域福祉の担い手としての NPO・ボランティア団体の活動について、住民の

認知を高めるために、広報・啓発活動を行います。また、これらの団体との相

互理解を促進し、地域福祉における協働の機会を検討するとともに、必要に応

じて人材育成、情報提供等の支援を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
注 4  NPO とは、Not-for-profit Organization の略で、民間非営利組織などと訳されます。ボランティア活動をは

じめとする市民が行う自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進するために、平成 10 年に特

定非営利活動促進法が制定され、一定の条件を満たした場合には、法人格を与えられることになりました。NPO は

各地で様々な活動を行っており、新たな公益活動の担い手としての期待が高まっています。 
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イ）ボランティア活動への支援 

ボランティア活動について、個々の活動を地域全体での活動へ広げ発展させ

ていくために、以下のような取り組みを行います。 

・事業所（企業）ボランティアの活性化 

・登録時だけでなく、登録後も定期的に、気軽に参加できるボランティア

研修の実施 

・ボランティア登録者の活動ニーズの把握・評価 

・個人ボランティアの組織化、ボランティア団体の NPO 法人化支援 

・ボランティア、さわやかサービスの協力会員等がサービス提供時におけ

る悩みなどを分かち合える「たまり場」づくり 

 

⑤ 地域福祉を推進するための基盤づくり 

 

ア）福祉の人材の養成 

地域福祉の担い手・優れた福祉の人材を養成するため、品川介護福祉専門学

校（設置運営・品川区社会福祉協議会）内にもうけた「品川福祉カレッジ」の

充実を図ります。 

 

イ）成年後見センターの活動の充実 

地域福祉の推進主体として、区民に安心を提供するため、痴呆性高齢者や知

的障害者など判断能力が十分でない方の権利擁護を目的に設置した成年後見セ

ンターの活動の充実を図ります。 

 

ウ）効率的な社会福祉協議会の執行体制の整備 

社会福祉協議会事務局に優れた人材を養成・確保するとともに、効率的な執

行体制を整備します。 
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品川区成年後見センターの権利擁護サービス 

 

 

 
利用者

支援

品川成年後見センター

（品川区社会福祉協議会）

◎ 判断能力が不十分な方の日常生活や財産の管理をサポートします。 
・  専門のコーディネーター（相談員）が、相談、支援の中心となります。 

・  経験、知識のある地域住民も「支援員」として登録して日々のサポート 

に参加します。 

・  地域の専門家（弁護士、司法書士、税理士等）とも協力して必要な支援 

を行います。 

連携・協力

高齢福祉課・障害者福祉課　等 在宅介護支援センター
民生・児童委員、福祉施設 等

地域の支え合い

紹介・相談

情報提供

品川区 地 域

公証役場
弁護士会

リーガルサポート
（司法書士会）
社会福祉士会

                  等

連携機関
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（２） 民生・児童委員 

 

【現状と課題】 

○ 民生委員は民生委員法によって設置が定められ、児童福祉法によって児童

委員を兼ねることとなっており、区全体の定員は 280 名です。また、民生・

児童委員の中には、児童福祉問題を専門に担当する「主任児童委員」が設け

られており、区全体の定員は 26 名となっています。 

 

○  民生・児童委員には、地域から広く社会の実情に通じ社会福祉の増進に熱

意のある住民が選ばれ、任期は 3 年間となっています。 

 

○  品川区では、区独自に、民生・児童委員を「高齢者相談員」に任命し、「ひ

とり暮らし高齢者・高齢者世帯実態調査」を実施したり、地域で生活する高

齢者の見守り、自立支援等を行っています。 

 

○  民生・児童委員が地域と連携して活動を進めることができるよう、平成 13

年 12 月に地区協議会が従来の７地区からふれあいサポート活動の推進単位

である 13 地区に再編成されました。今後は、ふれあいサポート活動等との

連携を強め、よりきめ細かな活動を展開することが期待されます。 

 

○  民生・児童委員は、日常的な相談・支援活動に加え、部会活動、ボランテ

ィア活動等で忙しく、また、全国平均に比べて一人当たりの受け持ち世帯数

が多いなど、活動の負担が大きくなっています。 

 

○ 民生・児童委員の活動内容は多岐にわたり、円滑に活動を行うためには、

相当量の知識の習得と経験の積み重ねが必要です。そこで、活動を支援する

ための相談体制・計画的な研修体制の整備が課題となっています。 

 

○  最近の子どもを取りまく社会環境の変化に伴い、児童の虐待、いじめ、非

行の低年齢化など、児童をめぐる課題が深刻化しています。 

こうした中で主任児童委員は児童福祉に関する事項を専門的に担当し、民

生・児童委員との連携・協力のもと、地域内の小・中学校や児童センターを

訪問し子どもに関する情報の収集や子育て相談、また、問題事例への対応な

どの活動をしています。 

今後、地域の子育て支援の機能がさらに低下するなか、その活動を強化す

るため、民生・児童委員との連絡調整により地域の子育て情報の共有を図る

必要があります。 
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【今後の方向性】 

 

① 地域との連携・協力体制の強化 

 

ア）地域センターとの連携強化 

         民生・児童委員が把握した地域のニーズを迅速・的確にふれあいサポート活

動につなぐとともに、民生・児童委員の活動を支援するために、地域センター

を地区民生・児童委員協議会の事務局と位置づけ、積極的に、相互の情報提供、

意見交換を行います。 

 

イ）「地区ふれあいサポート会議」への参画 

        「地区ふれあいサポート会議」に積極的に参画し、町会・自治会、高齢者クラ

ブ、PTA 等の地域団体と連携を進めることにより、民生・児童委員活動に対す

る地域住民の理解を深めていきます。 

 

      ウ）児童福祉関係機関や地域施設・団体との連携強化 

          児童相談所等の関係機関や保育園、家庭あんしんセンター等の児童福祉施設、

小中学校、さらには、町会・自治会等とも連携・協力体制を強化し、施策面、

活動面での現状を把握するとともに、支援が必要な子育て家庭に対し、様々な

援助を実施していきます。 

 

② 活動の活性化に向けた体制整備 

 

ア）支援スタッフの確保 

         民生・児童委員の負担を軽減するために、委員交代時の活動引継ぎを円滑に

行うとともに、将来の民生・児童委員候補者の協力を得るなど、区独自の民生・

児童委員の支援体制を整備します。 

 

イ）研修体制の強化 

         民生・児童委員の意見をもとに研修内容を見直し、以下のような取り組みを

通じて、研修体制を強化します。 

・定例会において、困難事例を相談・検討する時間を設けます。 

・民生・児童委員と主任児童委員の役割を明確化し、子育てをめぐる課題

に積極的に取り組めるよう事例検討を中心とした研修を行います。 

 

ウ）定員拡大・格差是正 

3 年毎の一斉改選にあわせ、定員の拡大、受け持ち世帯数の地域による格差

是正に努めます。 
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（３）ボランティア 

品川ボランティアセンターを中心にしたボランティア活動のあゆみ
関連の動き

（●は品川区、○はその他の動き）

昭和52 ボランティア育成開始 ●　区立心身障害者福祉会館開設

昭和56 社会福祉協議会理事会にて｢ボランティア活動推進計画｣｢ボランティア担当係運
営要領(案)｣を諮る
ボランティア講習会開催

○　東京都ボランティアセンター
　開設

昭和57 ボランティアコーナー（センター）設立を社会福祉協議会事業計画の目標にする

昭和59 第１回ボランティア体験発表会の開催

昭和60 社会福祉協議会内に「ボランティア部会」設置
東京都社会福祉協議会から区内初めてのボランティア活動普及事業協力校の指定

昭和61 ボランティア基金設置
ボランティアバッチを作製し、ボランティア活動の周知・普及に努める

平成元 ボランティアセンター設置

平成３ ボランティアまちづくり推進事業指定
①有償在宅福祉サービスの検討  ②各種講演会
③ニュースの発行  ④記念のテレホンカードの作成等

平成４ ボランティア保険掛金助成開始
配食サービスのボランティア紹介を本格実施
さわやかサービス事業開始

平成５ 企業におけるボランティア活動への意識調査（東京都ボランティアセンター共
催）

平成６ 区からボランティア保険掛金の一部助成開始

平成７ ○　阪神淡路大震災　ボランティア
　元年

平成８ 「ふれあいサポート計画－品川区地域福祉区民活動計画－」策定 ●　配食サービスの窓口を区地域活
　動課に移行

平成10 ●　地域センター（地域活動課）で
　ふれあいサポート活動の登録開始
○　特定非営利活動促進法（NPO
　法）成立

平成11 地域センターとのネットワークを整備（ふれあいサポート活動/パソコンのオン
ライン）

平成12 品川区社会福祉協議会の中にボランティアについてのホームページ作成

平成13 ○　ボランティア国際年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【現状と課題】 

 

○  福祉分野に限らず多様なボランティア活動の担い手が出てきており、そう

した人々に対して活動の場を提供するしくみづくりが重要になっています。 

 

○  社会福祉協議会のボランティアセンターは、全区的にボランティア活動の

コーディネート（調整）を行い、個人のボランティア登録者に対して、福祉

施設・団体等を紹介しており、福祉分野においては一定の評価を受けていま

す。一方で学校教育など他の分野においても、相談・照会が増加しつつあり、

福祉分野に限らず幅広い分野での対応が求められています。 
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○  ふれあいサポート活動のボランティアのコーディネート（調整）は地域セ

ンターが行うことになっていますが、区民には地域センターと社会福祉協議

会のボランティアセンターとの役割分担が分かりにくくなっています。今後

は、両者の連携を強化することによって、簡便で効果的な情報の管理と関連

するサービスへの適切な案内と紹介を含めた情報提供のしくみを早期に整備

することが必要です。 

 

○  さわやかサービス、ファミリーサポート活動注 5のボランティア、児童セン

ターボランティア、学校支援ボランティア注 6、一芸ボランティア注 7、痴呆の

高齢者や精神障害者に対応するボランティアなど、庁内各課で目的別のボラ

ンティアの協力を得ています。しかし、これらの情報は各課に分散しており、

社会福祉協議会のボランティアセンターとの連携調整も十分とは言えないこ

とから、人材の有効活用にむけた相互の連携協力体制の強化が求められてい

ます。 

                                                      
注 5 「ファミリーサポート活動」とは、家庭あんしんセンターが実施している事業で、育児の援助を行いたい方（提供

会員）と育児の援助を受けたい方（依頼会員）からなる会員組織をつくり、アドバイザーが中心となり援助活動の調

整を図る活動です。子育て支援のほかに、新たな提供会員の養成や会員同士の交流も行っています。 
注 6 「学校支援ボランティア」とは、子どもたちの豊かな成長と地域に開かれた学校づくりを目的として、専門的知識

や技能などを生かして小中学校の教育活動に協力してくださる方に登録いただく制度です。 
注 7 「一芸ボランティア」とは、様々な分野で専門知識や技術をもっていて、その特技を地域社会で役立てたいと思っ

ている方に登録いただく制度です。登録者は、区の主催事業の講師（シルバー大学のうるおい塾など）や地域団体・

サークル等からの求めに応じた活動を行っています。 
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ボ ラ ン テ ィ ア

団体名・会員数 活 動 目 的 活 動 内 容

品川手話サークル

む  つ  き  会

     京 陽 会
ボランティア部

聴覚障害者との交流を
中心に手話と聴覚障害
者問題を学び地域の啓
発と福祉の向上をめざ
す。

視覚障害児（者）･
重度重複障害児（者）･
痴呆性高齢者を対象と
した事業。

京陽小学校の開校百周
年を記念してPTAを中
心に学区域内の発展と
向上を目指して会を設
立。ボランティア部会
で地域福祉の活動を
行っている。

手話通訳者等ボランティア、区
内・都内関連諸行事への協力、手
話講習会への協力。聴覚障害者協
会との合同行事など。

点訳奉仕、テープ収録、さわる絵
本製作、拡大写本製作、点字カレ
ンダー製作、機能回復訓練用遊
具、障害児クリスマスプレゼント
遊具、むつき会通信

・ひとり暮らし高齢者等に対する
   学校給食配食ボランティア
・特別養護老人ホーム等でのクラ
   ブ活動などの手伝い

旗 台 会

区が実施する「地域食
事サービス事業」の配
食協力員として、旗台
小、清水台小からひと
り暮らし高齢者等へ給
食を届ける。

・ひとり暮らし高齢者等に対する
   学校給食の配食ボランティア

ボ
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教 育 関 係 ボ ラ ンテ ィ ア

団体名など 活 動 目 的 活 動 内 容

学校支援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

 ゆたかっこネット

生涯学習の成果や知識・技
能、特技などを活かして子ど
も達の豊かな成長と地域に開
かれた学校づくりをめざす。

戸越および豊町地域の児童の
健全育成を図る。

講師、指導補助や放課後の遊び相
手、部活動の指導など教育活動の
支援
教材の作成や下校時の安全パト
ロールなどの教育環境整備の支援

月 １ 回 の 情 報 交 換 の 場 で あ る
「ほっとタイム」の開催、
月４回の情報誌「かわら版」の
発行、年１回の講演会の実施等

「本の読み聞かせ」
   活動

昭和６０年に、児童セン
ターで実施している幼児ク
ラブに親子で通っていたこ
とから、こどもたちに本の
楽しさを知ってもらおうと
はじめる。

児童センターで１０～１５人の子
どもたちに紙芝居、絵本の読み聞
かせを続けている。

教

障害学級リーダー
軽度の知的障害者の生活自
立と仲間づくりを支援する。

知的障害者のための「障害者学級
（青年・成人・自主の３学級）」
の運営

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【今後の方向性】 

 

① 社会福祉協議会ボランティアセンターの機能拡充 

 

ア）学校教育分野との連携 

総合的な学習の時間における福祉教育の一環として各学校で子どもたちがボ

ランティアについて学習する機会が増えてきています。これからも子どもたち

の学習の場を広げるため、社会福祉協議会ボランティアセンターが教員に対す

るボランティア講座の機会を設けるなどして、福祉教育担当者の資質向上を図

り、子どもたちのボランティア活動を促進します。 

 

イ）ふれあいサポート活動におけるボランティア支援体制の整備 

ふれあいサポート活動のボランティアが円滑に活動できるよう、活動の事務

局を担う地域センターとボランティアセンターとの連絡会を設置します。連絡

会では、ボランティアセンターが、ボランティアコーディネート（調整）等の

ノウハウ（知識・技術）を地域センター職員に提供するとともに、ふれあいサ

ポート活動のボランティア情報を一元的に管理するしくみを整備します。 
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ウ）ボランティア研修の充実 

ボランティアセンターが実施しているボランティア登録時の研修の充実を図

り、ボランティア登録者が気軽に楽しみながら、活動にすぐに役立つ知識を習

得できるメニューを検討します。また、登録後定期的に研修を実施し、ボラン

ティア登録者の活動に対する自覚と責任感を高めるとともに、活動の充実を図

ります。これらの研修機会は、コーディネーター（調整役）がボランティア登

録者のニーズを把握・評価し、より円滑にコーディネート（調整）を行うため

の機会としても積極的に活用します。 

 

エ）インターネット等を活用した情報提供 

より多くの区民にボランティア活動に参加してもらうため、インターネット

等を積極的に活用し、ボランティアセンターについて周知を図るとともに、ボ

ランティア募集等の情報を提供します。また、区民がボランティア活動につい

てより身近な場所で知ることができるよう、区民の求めに応じて地域センター

等のボランティア講座開催への支援を行います。 

 

オ）ボランティア活動への支援 

個別のボランティア活動を地域全体での活動へ広げ発展させていくために、

社会福祉協議会ボランティアセンターは、以下のような支援を行います。 

・事業所（企業）ボランティアの活性化 

・個人ボランティアの組織化、ボランティア団体の NPO 法人化支援 

・ボランティア、さわやかサービスの協力会員等がサービス提供時におけ

る悩みなどを分かち合える「たまり場」づくり 

 

② ボランティアセンターと目的別ボランティアの連携の強化 

 

ア）ボランティア情報の収集・提供 

所管する課が把握している目的別ボランティアの情報を、ボランティアセン

ターで定期的に集約し、関係機関に提供することにより、区内のボランティア

人材が活動できる機会を確保します。 
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品川区のボランティア活動の担い手 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公

私
個人 団体

ふれあいサポート

      ＮＰＯ法人

  特定非営利法人格を取得して活動
（ぴゅあ・さぽーと、ＩWC/IAC国際
市民の会等）

民生・児童委員

（１3地区・３０６人）

町会・自治会（２０６団体）

高齢者クラブ（123クラブ）公園等清掃・配食サービス

事業所（企業）ボランティア
事業所単位で地域活動に参加（区内事業所、企業労働組合）

   ボランティア団体

社協ボランティアセンターや各施
設に登録して組織として活動（む
つき会、品川泉の会、品川手話
サークル、品川手話ダンスの会、
京陽会、旗台会等）

さわやかサービス
（会員制の有償在宅サービス）

   個人ボランティア

社協ボランティアセンターや各施設
に個人として登録して活動（活動
例：パソコン指導、話し相手、学習
指導、使用済み切手・テレホンカー
ド収集整理等）

※  様々なボランティア活動の担い手を「公・私」と「個人・団体」の軸で分類しました。

比較的「公的な」色彩が強いか「私的な」面が強いのか、「団体」としての組織的な活動の

性格が強いか「個人」の活動としての面が強いのかという視点から整理をしたものです。 
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 ４１

 

児童 障害者 高齢者 その他

地域センター
（ふれあいサポート活動）

高齢者クラブ

事業所（企業）ボランティア

社会福祉法人における活動
（区内特別養護老人ホーム等）

心身障害者福祉会館

児童センター

生涯学習課
（学校支援ボランティア 、一芸ボ
ランティア）

ファミリーサポートセンター

ボランティアセンター

さわやかサービス（有償在宅福
祉サービス）

社会福祉
協議会

全区的活動

身近な地域を
ベースとした

活動

拠点施設を核
とした活動

児童・生徒対
象の活動

配食サービス、イベントの手伝いなど（従業員のボランティア活動）
福祉事業への寄付、施設の場所開放（企業市民としての活動）

配食サービス

「連れ添って銭湯」
ひとり暮らし高齢者の安否確認

シーツ交換、洗濯物たたみ、入所者への働きかけ（配膳、話し相手等）
クラブ・サークル活動の指導　　　　　　　   イベントの手伝い
音楽、ダンス等の披露　　　　　　　　　　　  理美容ボランティア

手話、点字、朗読等の
サポート活動
自助的活動（学習活動、交流・社会
参加活動）

公園、道路等の清掃
街角花壇等手入れ
交通安全運動

活動の企画、
クラブ、イベントなどの手伝い

保育施設等の送迎
保育園・学童保育終了後の預かり、
病後の預かり
冠婚葬祭時などの預かり

シルバー大学講師

配食サービス、家事援助
外出介助、労力の提供

講師、学校行事への協力など
教育活動への支援
図書館の運営協力など
教育環境整備の支援

食事のしたく、洗濯、掃除、
外出介助、話し相手、お出かけサービスなど

　①全区的なボランティア活動への対応（使用済み切手の整理、ボラミニ情報の発送、個人宅でのパソコンの指導、話し相手、学習指導など）、
　②ボランティア指導者研修、③ボランティアの育成、④ボランティア・コーディネート（ボランティアの紹介など）、
　⑤ボランティアに関する情報の収集と発信、⑥登録団体への施設・設備の貸与、⑦ボランティア活動保険の補助

主として施設
入所者を対象

とした活動

主として
児童・生徒を
対象とした

活動

社会福祉
協議会

品川区におけるボランティアの活動状況 
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（４） その他、地域福祉推進のための多様な担い手 

 

① 社会福祉法人 
 

【現状と課題】 

 

○  社会福祉法人は、従来から品川区と連携、協力しながら特別養護老人ホーム

等の高齢者介護施設や障害者施設の整備、運営等、施設サービスの中核を担う

とともに、在宅介護支援センターや家庭あんしんセンター等の運営にあたるな

ど、高齢者、障害者、児童の各分野で地域における相談支援の窓口として中心

的な役割を担ってきました。 
 

○  また、地域福祉の担い手として地域に開かれた施設運営、地域との交流事業

等を積極的に行ってきています。 
 

【今後の方向性】 
 

○  今後はなお一層、多様な利用者のニーズにきめ細かく応えるため、サービス

評価の取り組みを通じたサービスの質の向上に取り組むとともに、地域福祉推

進の中心的な担い手の一つとして次のような取り組みが期待されます。 

 

・  ボランティア、民生・児童委員、企業、NPO 等の多様な地域福祉の担

い手のネットワークの中でその積極的な役割を果たすこと。 

 

・ 施設設備を有効に活用して、介護教室、介護予防教室等の啓            

発活動の一層の活性化を図ること。 

 

・ 蓄積した福祉に関するノウハウ、人材を地域福祉の課題解決に向け積

極的に活用すること。 

 

② ＮＰＯ法人（特定非営利活動法人） 
 

【現状と課題】 

 

          様々な分野でＮＰＯの活動がみられますが、福祉関係の分野では高齢者、障

害者、子育て支援等の様々な分野での新たなニーズに対応した活動が見られま

す。 
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【今後の方向性】  
 

      ○  ＮＰＯ法人は多様なニーズに合わせたきめ細かなサービスを提供できる新し

い地域福祉の担い手として期待されています。 

今後は、ＮＰＯ法人等と協力しながらサービスの充実を図ることも重要な課

題であり、柔軟性や多様性、専門性等のＮＰＯ法人の特性、持ち味を活かした

地域福祉における協働のあり方を検討していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 週５

 学校

 

 

 

  

Ｎ Ｐ Ｏ 法 人

■ 目的  ：  平成１４年度からの学校完全
日制のスタートに合わせて、主に養護
の在校生の放課後や休校日等に障害児

の生活と活動の場を提供する。

特定非営利活動法人
ぴゅあ・さぽーとの活動例

■ サービス内容
  ア．  基本サービス
       放課後サービス、送迎サービス
  イ．  付加サービス（NPOの自主運営）
       休校日サービス、早朝サービス、
       トワイライトサービス

■ 対象
  １．養護学校の区内の在校生および
     心障学級の在校生
  ２．品川児童学園（就学前の知的障
     害児通園施設）の通園児
  ３．その他、区内１８歳以下の心身
     障害児

「やんちゃっこクラブ」
 （障害児放課後生活サポート事業）

■ 活動場所
     品川区立品川児童学園内

Ｎ

 

  ③ 企業  
 
【現状と課題】 

 

○  介護保険制度や障害者の支援費制度の導入により、民間企業が介護、福祉

サービスの事業主体として大きな役割を果たしています。 

 

            ○  また、ふれあいサポート活動の食事の配食や福祉施設の行事支援等のボラ

ンティア活動、社会福祉協議会への寄付等を通じた福祉活動の財政的支援等

により地域福祉推進の役割を担っています。 
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【今後の方向性】  
 

○ 今後、より一層、柔軟で質の高いサービスを提供するとともに、地域単位

のふれあいサポート活動会議への参加等、地域の団体等との連携も図りなが

ら、地域の構成員として地域福祉の推進を担っていくことが期待されます。 
 

○ また、企業の特色を活かした社会貢献活動の展開や、退職者セミナー等を

活用した社員の地域福祉活動への参加の支援等、多様な形での地域福祉への

貢献も期待されます。 

 企 業 ボ ラ ン テ ィ ア

   区内に本社や支社などの事業所がある企
業が品川区の福祉を様々なかたちで応援し
ています。

企業による地域福祉への貢献

   そのひとつが、企業の職員がボランティ
アとして、区の事業に参加するものです。
外資系の生命保険会社は、大崎で毎年実施
している「福祉まつり」や心身障害者福祉
会館の運動会にスタッフとして駆けつけて
くれます。また、ある信用金庫では、在宅
サービスセンターの昼食を地域の対象者に
配食しています。

   もうひとつは、企業が社会福祉協議会を
通じて、寄付や福祉車両などの寄贈をして
くれるものです。最近でも、大手スーパー
や物流企業、外資系の銀行、各ライオンズ
クラブ、ロータリークラブなど多くの企
業・団体からの応援がありました。
 
   これらの活動も地域福祉への貢献といえ
ます。

 企
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（５）福祉教育・福祉の人材育成 

 
① 福祉教育・ボランティア学習の推進 
 
【現状と課題】 
 

○  区民に対する地域福祉活動の普及・啓発は、社会福祉協議会ボランティアセンタ

ーにおける各種のボランティア講座等で行っており、学校教育においても総合的な

学習等においてボランティアについて学習する機会が増えています。 

 
【今後の方向性】 
 

○  今後も、地域福祉計画への区民の理解を深め主体的な参加を促進するため、次の

ような施策を展開します。 

 

ア) 学校教育との連携を通した福祉教育の推進 

・  若年期からのボランティア体験（ボランティア協力校、青少年ボランティア）

の機会を拡充していきます。 

・  総合的な学習の時間等を活用してボランティア学習を推進していきます。 

 

イ) ボランティアセンターを拠点として 

・  ボランティア関係情報を充実させ、ボランティア希望者にあった活躍の場を

提供し、育成します。 

・  ボランティアをしたい人と受けたい人のコーディネートを的確に行い、ボラ

ンティアマインドが幅広く定着できるようにします。 

 

ウ) 介護福祉専門学校を拠点として 

・  ボランティアについての学習機会を充実させるとともに、地域福祉の充実に

必要なノウハウ、情報を提供していきます。 
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②  専門的な福祉人材の育成 
 
【現状と課題】 
 

○  福祉サービスがこれまでのように行政がサービスの利用者を特定しサービスの内

容を決定する「措置制度」から、利用者が事業者と対等な関係に基づき「契約」に

よってサービスを利用する制度へと移行するなど、福祉をめぐる状況が転換するな

かで、福祉の専門職として福祉サービスを担う人材についても、新たな視点からそ

の育成が必要とされています。 

 

【今後の方向性】 
 

○  福祉施設や在宅ケアを支える福祉の人材の育成と確保を図るため、品川介護福祉

専門学校（品川福祉カレッジ等）の運営を支援するなど、福祉現場における幅広い

人材の育成をめざします。 

 

品 川 福 祉 カ レ ッ ジ

   品川介護福祉専門学校の機能とネットワークを生かし、ケアマネージャーや主任
ヘルパーをはじめとする介護サービスに従事する方々の専門性、実践力の向上を図
る品川区の福祉人材の拠点として平成１４年度に開設しました。

品

〈開設コース〉
     ・ケアマネジメントコース
     ・主任ヘルパーコース    など

〈特色〉
     ・層の厚い講師陣による、クオリティの高い教育
     ・実務に従事する方々を対象に、地域特性に適った再教育の場
     ・演習を重視した、実践性の高いカリキュラム
     ・地域福祉教育の拠点として、地域に開かれたカレッジ
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４. 質の高いサービスの総合的で適切な利用の促進 

 
住み慣れた地域で安心して生活を送るには、ふれあいサポート活動など住民相互の支

えあいのしくみを構築するとともに、必要なときに質の高いサービスを円滑に利用でき

るしくみをつくり上げることが重要です。 

  
（１） 総合的な相談、情報提供体制の構築 

 
○  区では、福祉サービスを必要とする方に迅速かつきめ細かに相談に応じら

れるよう、各地区ごとに在宅介護支援センターを設置するなど、高齢者介護

の分野を中心にして、身近な地域での総合的なケアマネジメント注 8体制の構

築に努めてきました。 
 

○  今後とも、「家庭あんしんセンター」を中心として児童相談所等の関係機関

との密接な連携も含めた子育て相談・支援の拡充を図るとともに、障害者生

活支援センターにおける多様で身近な相談体制の整備など、全ての領域にお

いて、利用者本人がサービスを主体的に選択し、自らの生活設計ができるよ

う、総合的な相談支援、情報提供体制の構築に努めていきます。 

 
○  あわせて、相手の立場に立ったきめ細かな相談を的確に行う人材を確保す

ることが重要であり、社会福祉協議会が運営する品川福祉カレッジ等を活用

したケアマネジャーの養成等を通じて、利用者の多様なニーズに対応できる

相談従事者の養成に努めていきます。 
    

（２） サービス評価、向上のしくみ 
 

○  区では従来より、高齢者の介護サービスにおいて、第三者性をもつ「介護

サービス向上委員会」を設置して、介護サービスの評価、質の向上に向けた

取り組みを行うとともに、子どもの保育サービス領域でも、公立保育園とし

ては全国ではじめてサービス水準の向上にむけた国際標準規格である「ＩＳ

Ｏ９００１」注 9を導入するなど、福祉サービスの質の向上に向けて取り組ん

できました。 
 

                                                      
注 8 「ケアマネジメント」とは、介護等の相談に総合的に応じ、一人ひとりに合わせたサービスの計画（ケアプラン）

を作成し、サービスの提供につなげるしくみです。 

 
注 9 「ＩＳＯ９００１」とは、質の高いサービスを提供できるシステムを持っているかどうかを検証するための品質管

理の国際規格です。保育園の場合、園が掲げる保育サービスを提供するプロセスやシステムが評価の対象となります。 
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○  今後、障害者サービスも含めた福祉サービス全体において、それぞれの各

分野の特性をふまえ、相互に連携を図りながら、サービス評価のしくみを構

築、運用し、質の高いサービスを安心して利用できるしくみづくりに努めて

いきます。 
   

（３） 権利擁護の取り組み 
 

○  品川区社会福祉協議会では、従来から実施してきた「財産保全・管理サー

ビス」の利用実績をふまえ、高齢者や障害者が判断能力が十分でない状態に

なっても地域で安心して生活できるよう、平成 14 年度に、「品川成年後見セ

ンター」を開設しました。 

   

○  成年後見センターでは、利用者に対して十分な相談活動を行うとともに、

利用者の意向や判断能力の状態等に応じて、成年後見制度や福祉サービス利

用援助事業等を活用しながら、財産管理や身上監護注10を中心とした支援を行

っています。 

 

○  支援にあたっては、社会福祉協議会のコーディネーターが支援プランの作

成等の調整を行うとともに、弁護士、司法書士、医師等の専門家のほか、地

域住民等が日常生活をサポートする「支援員」として本人支援の一翼を担っ

ています。 

 
○  成年後見センターは現在、高齢者の支援を中心としていますが、今後、障

害者への支援も含めて幅広く地域生活の支援を行っていく予定です。 

                                                      
注 10 「身上監護」とは、財産の管理とならぶ本人に対する支援活動の内容で、健康面の配慮、介護サービスの利用、

住居の確保などの本人の日常生活面の支援を行うものです。 
 

 ４８



第３章 地域福祉の推進に向けて 

 ４９

５. 人にやさしいまちづくりの推進 

 

○  「人にやさしいまち」とは、高齢者や障害者等が、まちを自由に行動し、働き・

学ぶ・遊ぶ・買物するなど、安心して日常生活をおくることができるまちです。そ

のためには、道路・公園・商店街・建築物・交通機関等に福祉的配慮がなされてい

るとともに、困っている人に、周りの人々が声をかけ手をさしのべるやさしい心づ

かいが求められます。 

 

○  区では、従来から道路や公園、建築物等の段差解消を図るとともに、京浜急行新

馬場駅周辺や中延複合施設周辺などについて重点的な環境整備を行ってきました。

また、再開発事業に合わせた建築物等の福祉的整備の誘導や、鉄道事業者に働きか

けて駅舎へのエレベーター等の整備を図るなど(平成 14 年 12 月のりんかい線全線

開通に伴う大井町駅・大崎駅等)、人にやさしいまちづくりを進めてきています。 

 

○  今後はこれらの環境整備をさらに進めていくとともに、人にやさしいまちづくり

に対する区民への意識の啓発・普及に取り組んでいきます。 

 

○  具体的には、「品川区高齢者や障害者にやさしいまちづくり推進計画（平成９年３

月策定）」に基づき、区民・事業者・行政がそれぞれの役割を理解し、協働してやさ

しいまちづくりを推進していきます。 

 

○  また、道路・公園、公共建築物等のバリアフリー化を推進するとともに、身近な

交通機関である鉄道やバスを支障なく利用できるようエレベーター等の整備やノン

ステップバスの導入等を誘導します。 

 

○  多数の区民が利用する商業施設や医療施設・金融機関などの民間建築物について

は、事業主の協力を得て福祉的整備を誘導していきます。 
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１. 品川区地域福祉計画策定委員会委員名簿 

氏      名

学識経験者 小笠原 祐次〈委員長〉

石井 傳一郎

山口 正治

新井 利夫

中野 正

島崎 妙子

安澤 龍徳

甘利 光正

野村 良治

伊藤 昭一

日比 敏雄

須藤 基子

馬田 英雄

村田 清重

畑中 初子

猪又 すい子

中村 京子

山崎 勝美

宮本 登美子

早坂 昌幸

公募委員 中里 恵

守田 百合子

脇田 静子

加藤 千代子

岩田 保雄

企画部
区民生活事業部
福祉事業部

保健高齢事業部

社会福祉協議会
高橋 介護保険担当課長、蓼沼 高齢事業課長
木下 社会福祉協議会事務局長、高橋 社会福祉協議会事務局次長、
中川原 成年後見センター所長

事務局

区・
社会福祉
協議会

太川 区民生活事業部長、長田 地域活動課長
小沼 福祉事業部長、日下部 障害者福祉課長、黒田 生活福祉課長、
辻田 児童課長
新美 保健高齢事業部長、早津 高齢福祉課長、

小野 政策担当課長

地域関係
団体

品川区小学校PTA連合会前会長・顧問

京陽会顧問

公募委員

大井第三地域センター管内区政協力委員会会長

品川区商店街連合会理事

青少年対策地区委員会連合会副会長

品川区中学校PTA連合会副会長

公募委員

品川区社会福祉協議会ボランティア運営委員会委員長

公募委員

公募委員

公募委員

荏原歯科医師会会長

社会福祉法人福栄会理事長

NPO法人 ぴゅあ・さぽーと代表

品川区区政協力委員会協議会会長

品川区重症心身障害児(者)を守る会会長

品川区医師会会長

荏原医師会会長

品川歯科医師会会長

品川区民生委員協議会主任児童委員部会長

品川区高齢者クラブ連合会会長

福祉・医療
関係団体

元日本女子大学教授
品川区介護保険制度推進委員会委員長

品川区社会福祉協議会会長

品川区民生委員協議会会長

所属

※役職名は平成１５年３月現在 
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２. 品川区地域福祉計画策定委員会設置要綱 

（設置） 

第１条 品川区地域福祉計画（以下「地域福祉計画」という。）の策定に関し、必要な事項  

を検討するため、品川区地域福祉計画策定委員会（以下「策定委員会」という。）を設置

する。 

 

（所掌事項） 

第２条 策定委員会は、次に掲げる事項について審議する。 

(1) 地域福祉計画の策定に関すること。 

(2) その他、前項に関連して、区長が必要と認める事項。 

 

（委員） 

第３条 策定委員会は、学識経験者、福祉・医療関係団体関係者、地域団体関係者および公

募区民の内から、区長が委嘱する委員２５名以内をもって構成する。 

 

（任期） 

第４条 委員の任期は、平成１５年３月３１日までとする。 

 

（委員長および副委員長） 

第５条 策定委員会に委員長および副委員長を置く。 

２ 委員長および副委員長は、委員のうちから区長が指名する者とする。 

３ 委員長は、検討委員会の会務を総理する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。 

 

（会議） 

第６条 策定委員会の会議は、委員長が招集する。 

２ 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求めることがで

きる。 

 

（庶務） 

第７条 策定委員会の庶務は、福祉事業部障害者福祉課において処理する。 

 

（委任） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、策定委員会の運営に必要な事項は、別に福祉事業部

長が定める。 

 

   付 則 

 この要綱は、平成 14 年７月１日から施行する。 
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３. 品川区地域福祉計画策定委員会の検討経過 

 

第５回
委員会

３月２７日

第２回
勉強会

９月１８日

第３回
委員会

１２月４日

第４回
委員会

　平成１５年
　　２月１４日

第２回
委員会

９月３０日

①民生・児童委員活動、ふれあいサポート活動について
           ア）民生・児童委員活動のビデオ上映、日々の活動状況
　　　　　　　　について民生・児童委員（４人）から報告
           イ）区からふれあいサポート活動の現状について報告

第３回
勉強会

１０月２２日

第１回
委員会

　平成１４年
　　７月１５日

第１回
勉強会

８月２６日

① 品川区地域福祉計画の構成案について
② 品川区地域福祉計画の重点項目について
            ア） 地域福祉推進のしくみについて
               ・ふれあいサポート活動
            イ） 地域福祉の担い手について
               ・社会福祉協議会
               ・民生・児童委員
               ・ボランティア
③ その他
            ア）品川区世論調査の結果（地域福祉とふれあい
　　　　　　　　サポート活動）

① 品川区地域福祉計画（検討案）の概要について
② 平成１５年度地域福祉計画関係予算について
③ その他

①品川区地域福祉計画（案）について

① 地域福祉計画の位置づけ
② 品川区の地域福祉の現状と課題
           ア） 人口動向からみた品川区の地域福祉をめぐる状況
           イ） 品川区の地域福祉の取り組み
              ・ 品川区社会福祉協議会の現状
              ・ 民生・児童委員の現状

①品川区の地域福祉の担い手について（ボランティアなど）
           ア）品川区のボランティア活動の現状
           イ）ふれあいサポート活動の推進
②人にやさしいまちづくりについて

①地域福祉に関連する施策の視察
           ア）品川区家庭あんしんセンター
　　　　　　　　　　　　　（子育て支援・障害者生活支援）
           イ）京陽小学校（配食サービス）
           ウ）三徳会 戸越台特別養護老人ホーム（ボランティア）

①ボランティア活動の状況
           ア）社協を中心としたボランティアの取り組み状況の紹介
           イ）委員からのボランティア実践報告

開催日 検討内容
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４. 品川区地域福祉計画策定委員会での意見から 

１）ふれあいサポート活動について 
 

・ ふれあいサポート活動を区民にもっと広く知らせる必要がある。 
 
・ ふれあいサポート活動の推進のためには、町会・自治会への呼びかけとともに、

マンションの自治会等への情報提供等も大切である。 
 

・ 高齢者は人に迷惑をかけてはいけないという意識が強いので「互いに遠慮せず

助けあおう」という考え方を普及させる必要がある。 
 

 
 

２) 社会福祉協議会、民生・児童委員について 
 

・ 社会福祉協議会の認知度を上げることを意識してほしい。 
 
・ 民生・児童委員の活動を広く知ってもらう必要がある。 

 
・ 民生・児童委員を支援する体制の整備が必要ではないか。 

 
 

３) ボランティアについて 
 

・ 食事を配食するだけではなく、外出できる高齢者は、学校やセンターに出向い

てもらい楽しく会食できる機会があるとよい。 
 
・ ボランティアが単に受け身ではなく、ボランティア活動を選べるような幅広い

メニューがあるとよい。 
 

   ・ 学校支援ボランティア等に登録していながらすぐに活動の機会に恵まれないケ

ースもあるが、やる気を持ちつづけられるようなフォローが大切である。 
 

・ ボランティア活動にも限界があり専門機関等によるサポートなど支援体制を築

くことが大切である。 
 
   ・ ボランティア活動を行っていくためには、ボランティアの位置づけ、責任の度

合いなどを明らかにしていくことも必要である。 
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４) その他、全般 
・ 今後大きな役割を担うと思われるＮＰＯに対する支援を明確化すべき。 
 
・ 地域福祉の推進にとっては、高齢者への対応のみならず児童、子育てへの支援

が重要である。 
 

・ 品川区の居住者だけでなく、品川区に通勤、通学している人や法人も地域福祉

の担い手として捉えていくことが必要である。 
 

・ 町会・自治会単位の活動をベースにした地域福祉の推進が必要である。 
 

・ 町会・自治会に対してあまりに広範な役割を求めても荷が重く、その他の団体

等との役割分担が必要である。 
 

・ 町会・自治会をふれあいサポート活動の中心的な担い手に位置づけるには、そ

の体力を把握することが大切である。 
 

・ 市民が「何をやるべきか」から考えてその上で活動すべきであり、「市民参加」

だけでなく「市民参画」の視点が必要である。 
 

・ 地域福祉計画の中で支援の対象となる者の範囲を明確にした方がよい。 
 

・ 地域福祉計画の対象となる者は細かく明示せずに緩やかな方がよい。 
 

・ 地域福祉計画の中身を地域の住民に分かりやすく伝えることが大切である。 
 

・ 「人にやさしいまちづくり」のためには、できあがった後だけでなく工事中も

配慮してほしい。道幅が狭く車椅子の人が通れるのかというところや、点字ブ

ロックがなくなっているところもある。 
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５. １３地区の特色 

 

大崎第一

大崎第二荏原第一

荏原第二

荏原第三

荏原第四

荏原第五

品川第一

品川第二

八潮

大井第一

大井第二

大井第三

目

黒
線

池
上

線

山
の

手
線

大井町 線

り
ん

か
い

線

京

浜

東

北

線

横
須

賀

線

京

浜

急

行

目黒駅

大井町駅

品川駅

大崎駅

旗の台駅

西大井駅

五反田駅
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   夏の到来を告げる北の天王祭（品川神社）
と南の天王祭（荏原神社）。地区の人たちは
「とにかくお祭り好き」。品川第一地区の行
事は、この二大祭りが済まないと何事も始ま
りません。そして、まつりで培ってきた地域
のつながりで、何事につけ方向が定まったら
段取りが早い。
   大崎や東品川の再開発が進み、高層マン
ションやオフィスビルが建ち並び、「新しい
町の顔」も増えてきましたが、人情に厚い下
町気質を色濃く残す旧東海道第一番目の宿場
町は未だ健在です。

平成10年  平成15年

  ※ 13地区の特色は、
   各地域センターの職員
   がとりまとめたものです。
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 大崎第二地区は、百反通りを境に品川
（西品川）地区と大崎地区に分かれてお
り、小学校区をはじめとして、警察署の管
轄や神社等も異なり、それぞれ独自のコ
ミュニティを形成しています。

西品川地区は、困っている人がいれば自
然と地域で助け合う気質で、昔から町会間
の連携が密接でまとまりのあるまちをつ
くっています。一方、大崎地区は再開発が
進み、りんかい線の全線開通、埼京線・新
宿湘南ライナーの大崎駅停車によって、新
しいまちづくりに拍車がかかってきていま
す。

   品川第二地区は、第一京浜国道と
旧東海道の沿線に広がる地域で、神
社や寺などの由緒ある景観が数多く
残る地域です。また、旧東海道より
東側では、再開発事業を展開中であ
り、最近新しい街「品川シーサイド
フォレスト」が誕生しました。
   毎年「神社のまつり」「区民まつ
り」「宿場まつり」等が行われ、本
当にまつりが好きな方が大勢いま
す。この地域性は、江戸時代から受
け継いだ心意気でしょう。また、活

   大崎第一地区は、五反田駅から目黒駅の
間を山手線をはさんで両側に広がる地域で
す。
   五反田駅周辺は、ビジネス街として早く
から発展した地域で、昔から池田山・島津
山と呼ばれた地域は整備された住宅街と
なっています。
   南北にながれる目黒川は桜の名所で、付
近はマンションや住宅・商店がひろがる活
力ある地域となっています。
   また、大崎駅に近い東五反田地区は、市
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25000
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気あふれる商店街のイベントも目をみはるものがあります。
   このような街の人の活動の中心は、やはり町会・自治会の活動か
ら生まれています。今後は、住民相互の助け合い活動である、ふれ
あいサポート活動のネットワーク化も進み、更に住みやすい街づく
りを住民創意の中で作り出しています。

 街地再開発区域に含まれ、これから大きく変貌しようとしています。
   このように、さまざまな面をもちながらも、区内でももっとも賑わ
いのある地域です。地域には３１の町会があり、地域の人々は、お互
いに結束して活力ある地域社会を作ろうとしています。

平成10年  平成15年

平成10年  平成15年

平成10年  平成15年

   今日では、「心のふれあう思いやりのまち」実現に向けて、新しいコ
ミュニティが形成されつつあります。
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   大井第一地区は、品川区を南北に貫く京
浜東北線の大井町～大森駅間の海側に位置
し、東大井地区には、大井町駅前の文化施
設（きゅりあん）や百貨店、繁華街が、南
大井地区には大型マンションが多く、勝島
地区には、品川区民公園や大井競馬場な
ど、地区により特色があります。旧東海道
は、お寺や鈴ヶ森刑場跡に当時の面影を残
しています。
   地区内には２３町会があり、合同で春の
さくらまつり、夏の盆踊り大会、秋の運動
会などを実施し、町会の交流を深めている
まとまりのある町です。

   大井町、西大井駅に連なる大井第二地
区は近年急速に変化しています。
   りんかい線の開通を機に大井町駅の改
築、東急大井町線高架下の改造が進む一
方、西大井駅前も再開発が進んでいま
す。
   また、大井中通りも電柱の地中化のた
めの工事が進行しています。
   このように発展を遂げている地区です
が、中央部にはまだまだ個人商店や、一
戸建が軒を連ねており近所の助け合いも
根付いています。
   １４年度発足した「ふれあいサポート
活動」では「向こう三軒両隣」意識をよ
り高める行動に向け踏み出しました。

   大井第三地区は滝王子通りを中心に、
閑静な住宅街と、立会川ぞいの高度な先
端技術を集積させた中小企業の街で形成
されています。
   新宿湘南ライナーの増発による西大井
駅の利便性の向上や、西大井駅前再開発
事業によるJタワーの登場など、新しい
まちづくりにより急速な変貌をとげよう
としている地区といえます。
   しかし、現在も、町の核となるのは昔
から町会間の連携で築いてきた、地域で
助け合う人間関係であり、今後は民生委
員協議会や地区の高齢者クラブと一緒に
「心のふれあう思いやりのまち」の実現
に向けて、新しいコミュニティを形成し
ていきます。
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 荏原第一地区の特色としては、緑の代表
選手として１２万k㎡以上の広さを誇る都
立林試の森公園があげられます。デイキャ
ンプ場もあり、多くの樹木や珍しい野鳥・
昆虫にも出会え憩いや集いの場、学習の場
として近隣住民に親しまれています。

また、にぎわいの代表選手は、かつては
東洋一といわれたアーケード街の武蔵小山
商店街「パルム」です。多くの店が 集ま
り、価格とサービスを競っているため常に
買物客でにぎわっています。

一方では歴史を伝える寺や神社・史跡な

   荏原第二地区は、目黒区と大田区に
隣接し、古くは荏原地区としてコミュ
ニティが形成されていました。歴史を
伝える寺や神社、史跡が多く残ってい
る、人情味豊かな活気のあるまちで
す。また、西小山・旗の台駅の改修工
事が進行中であり、新しい姿が期待さ
れています。地域センターを核とした
「ふれあいサポート活動」が進行中で
あり、民生委員協議会や高齢者クラブ
の再編が契機となり、「心のふれあう
思いやりのまち」実現に向けて進行中
です。

   荏原第三地区は、荏原地区の中央
に位置し、戸越銀座をはじめとする
数多くの近隣商店街を擁しており、
品川区の中でも生活利便性が高い地
域です。また地区内の長期居住者の
割合が高いため、近所づきあいや地
域の連帯が比較的強いことも特徴に
挙げられます。
   しかし、高齢化が進んでいること
も事実で、この住み慣れたまちでい
つまでも安心して生活が送れるよ
う、地域住民相互の助け合い活動を
推進するため「ふれあいサポート活
動会議」を設置し、これまでの枠組
みを超えた支え合いのネットワーク
づくりを目指しています。

ども多くあります。さらに、住宅と工場が軒を連ね、下町の雰囲気を
残しつつ人情味ゆたかな活気溢れた地区です。この特色を生かして、
ふれあいサポート活動の実践に取り組んでいきます。
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 荏原第四地区は、関東大震災後に
宅地化が進み、昭和２年に東急大井
町線が、その後池上線が開通し、急
速に発展しました。交通の便の良さ
は今でも町の大きな特徴です。

駅の周辺には青果店、鮮魚店、惣
菜店、洋品店などの生活に密着した
店が並び活気にあふれています。中
延商店街が主催するパレード『中延
のねぶた』や、弁天通りで毎年８月
末 に 行 われ る荏 原町 商店 街主 催の
『ジャンボのり巻き大会』など、商
店街が中心となって行われる祭りや
イベントも多く子どもから大人まで
町をあげて楽しんでいます。

 荏原第五地区は、公私立合わせて
９つの学校が点在し、区民の憩いの
場である戸越公園をかかえる落ち着
いた地域です。また、管内に１０あ
る町会は、それぞれその拠点とする
町会会館をもち、地域住民の拠り所
として長い間コミュニティの中心と
しての役割を果たしてきました。

ただ、高齢化率はすでに２０％を
超えて区内一となっており、暮らし
続けていく為の住民相互の連携を、
どのように作り上げていくかがこれ
からの課題です。

   八潮パークタウンは昭和５８年３月
から入居が始まりました。既成の市街
地とは異なり、高層住宅が建ち並ぶ町
です。
   入居当時は３０～４０代の世帯が多
く移り住んできましたが、早いもので
今年は入居２０周年を迎え記念事業を
企画しています。
   その間、地域住民の連帯感を深める
ためファミリー運動会・八潮まつり等
を通して交流・親睦を深め、住みよい
街づくりを目指してきました。
   現在は、他地区よりも急激に進む少
子高齢化にむけて、新たな住民相互の
連携のあり方が課題となっています。
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６. 関連調査結果のあらまし 

（1） ひとり暮らし高齢者・高齢者世帯実態調査（平成１４年実施） 

 　平成８年度か

１

２

３

４

③フォロー調査の結果（１１/３０現在）

フォロー調査件数 461

〈地域センター〉                                         （件）

高齢者世帯

内
訳

高齢福祉課でフォロー調査地域センターでフォロー調査

8,329

割合

52.2%

合計 率

4,350

実該当者数（件）

47.8%

44.9%

10,130

5,780

総件数

ひとり暮らし高齢者

調査対象数（件）

21,202

12,873

要支援・要介護

申請中

自立

計

2

1

458

461

489

13

109

611

491

14

567

1,072

45.8%

1.3%

52.9%

100.0%

*高齢者世帯では、３人家族で要支援の方が３人いても１件と数えています。

食事 390

買い物 440

困っていることの内容           （件）

計 （複数回答あり）

320

401

1,551

9

5

12

学校給食サービス

夕食配食サービス

相互支援

４６１件のうち

ごみ出し

掃除等他

対応中

内
訳

フォロー調査件数 611

現在の介護サービス等により問題なし

介護サービスの内容を再検討中

140

91

①調査対象数及び調査結果（実際の該当者数）

②該当者数のうち、「現在困っていること」に印があった件数（該当者の10.6％）（件）

15

21

344

〈高齢福祉課〉                                                            （件）

介護認定の申請中

今のところ問題なし

結果、対応が必要でサービスにつながった件数 

ら３年に１度、区内に居住する一人暮らし高齢者および高齢者のみ世帯を対象とし
て民生・児童委員が訪問調査を行ってきました。
　従来は、高齢者が居宅内で倒れるなど緊急事態が発生した場合の連絡先等を把握することを主な
目的として実施してきました。
　平成１４年度に実施したこの調査では、調査項目に新たに「生活上の困りごとの有無」を加えて
実施し、困りごとがあると答えた全員に対して地域センターの職員が電話で確認のうえ訪問する二
次調査を実施し対象者のニーズの把握に努めました。
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④ひとり暮らし高齢者・高齢者世帯実態調査結果表

12 121

0 1

0 1

合計 425 9 5

23 0 1

八潮 12 1 0

7

既に配食サービス実施
２件

荏原第四 39 1 0 4 25

荏原第三

荏原第五

50 1 0

0

0

1 0 036 2

・買物・話し相手
・掃除

※その他より７件の配食

サービス申請

荏原第一 21 1 0

既に配食サービス実施
１件

12

既に配食サービス実施
１件

荏原第二

2
・掃除・買物
・外出介助

大井第三 31 0 2 0 7

大井第二 31 1 0

016 0 0

3

0

民生委員から配食サービス
に３件（介護保険該当者）申

請

既に配食サービス実施１件

大井第一 41 2 0 1 17 ・買物

大崎第二

1 36
既に配食サービス実施
１件
・買物

大崎第一 45 0 1 3 11
既に配食サービス実施
２件

品川第二 41 1 1

学校給食 夕食配食 相互支援 災害弱者地域センター 調査件数 備考

品川第一 39 0 0 0 0
既に配食サービス実施
１件

平成１４年１２月
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⑤調査票原票
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（２）民生・児童委員アンケート調査（平成１４年１０～１１月実施） 

本計画策定にあたって、品川区における民生・児童委員の活動の実態を把握し、今後の民

生・児童委員の活動のあり方を検討するためにアンケート調査を行いました。 

現役の全ての民生・児童委員および平成１３年１１月の民生・児童委員の一斉改選の際に

退任した全ての民生・児童委員を対象に調査を実施しました。 

①　現役民生・児童委員アンケート調査

調査回答数 現役民生・児童委員　２９８人中２６８人（回答率９０．５%）
調査期間 平成１４年１０月１１日～平成１４年１１月８日

問１
【性別】 【年齢】

【地区】

（n=268)

無回答
19

女性
198

男性
51

(n=268)

50歳代
82

60歳代
138

40歳代
12

39歳以下
0

70歳以上
32

無回答
 4

(n=268)

17
15

25

17

38

18
17

18
17

29

26

19

10

2

0

5

10

15

20

25

30

35

40

①

品

川

第

一

②

品

川

第

二

③

大

崎

第

一

④

大

崎

第

二

⑤

大

井

第

一

⑥

大

井

第

二

⑦

大

井

第

三

⑧

荏

原

第

一

⑨

荏

原

第

二

⑩

荏

原

第

三

⑪

荏

原

第

四

⑫

荏

原

第

五

⑬

八

潮

無

回

答

(人)
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【職業】

【担当年数】（平均）
民生・児童委員として（期） 2.7 期

主任児童委員として（期） 0.2 期

【担当地域の世帯数】
（平均） 287 世帯

問２
(1)地域で務めている役職

(n=268)宗教家
 4

公務・公的
機関勤務

3

自由業（医
師、弁護士

等） 1

その他
28

.民間事業所
勤務　11

自営の商・
工・サービ

ス業　73

無回答 9

無職
139

(n=268)

3

28

3

23 17
8 10 14

6 11 8
1

45

159

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

 

 
役

員

①

町

会

・

自

治

会

②

P
T

A

役

員

　

地

区

委

員

③

青

少

年

対

策

④

子

供

会

役

員

　

評

議

員

⑤

社

会

福

祉

協

議

会

⑥

高

齢

者

ク

ラ

ブ

役

員

⑦

保

護

司

⑧

警

察

母

の

会

　

推

進

委

員

⑨

交

通

安

全

⑩

消

防

団

員

　

推

進

委

員

⑪

明

る

い

選

挙

　

推

進

委

員

⑫

健

康

づ

く

り

　

推

進

委

員

⑬

食

生

活

改

善

⑭

そ

の

他

(人)

Ｐ
Ｔ

Ａ
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 (
問３　９月１ヶ月間の活動の状況について
1)相談・支援件数

【総合】
（平均）

【高齢者】
（平均）

0.82

0.28

0.48

0.01 0.00 0.00
0.06

0.02 0.01
0.06

0.10 0.
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子

育
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・

母

子

保

健

子

ど

も

の

地

域

生

活

学

校

生

活

子

ど

も

の

教

育

・

生

活

費

年

金

・

保

険

仕

事

家

族

関

係

住

居

生

活

環

境

(件)

(n=268

0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1

在宅福祉

介護保険

健康・保健医療

子育て・母子保健

子どもの地域生活

子どもの教育・学校生活

生活費

年金・保険

仕事

家族関係

住居

生活環境

日常的な支援

その他

高齢者 障害者 子ども その他

 90
.00
(n=268)

11

0.44

0.30

日

常

的

な

支

援

そ

の

他

)

（件） 



資 料 編 

【障害者】
（平均）

【子ども】
（平均）

【その他】
（平均）

(n=268)

0.06

0.02

0.03

0.00
0.00 0.00

0.01

0.01

0.00

0.01
0.01 0.01

0.01
0.00

0.00

0.02

0.04

0.06

0.08
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育

・

生

活
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年

金

・
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険

仕

事

家

族

関

係

住

居

生

活

環

境

日

常

的

な

支

援

そ

の
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(件)

(n=268)

0.00 0.00 0.00

0.03

0.05 0.05

0.00

0.00 0.00

0.01
0.00

0.00 0.00 0.00
0.00

0.01

0.02
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・
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係
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居

生

活

環

境
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支

援

そ
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他

(件)

(n=268)

0.03

0.00

0.01

0.00 0.00
0.00

0.02

0.01
0.00

0.02
0.02

0.02

0.01

0.07
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0.02

0.04
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福

祉

介

護

保

険

健

康

・

保

健

医

療

子

育

て

・

母

子

保

健

子

ど

も

の

地

域

生

活

学

校

生

活

子

ど

も

の

教

育

・

生

活

費

年

金

・

保

険

仕

事

家

族

関

係

住

居

生

活

環

境

日

常

的

な

支

援

そ

の

他

(件)
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 (2)その他の活動件数
（平均）

(3)訪問回数　（平均）
訪問・連絡活動 19.9 回

その他 14.8 回

(4)連絡・調整回数　（平均）
委員相互 2.8 回

その他の関係機関 2.4 回

(5)活動日数　（平均） 13.5 日

(n=268)

0.6

6.8

0.00.3

1.2

2.3

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

調

査

・

実

態

把

握

へ

の

参

加

・

協

力

行

事

・

事

業

・

会

議

自

主

活

動

地

域

福

祉

活

動

・

民

児

協

運

営

・

研

修

証

明

事

務

発

見

の

通

告

・

仲

介

要

保

護

児

童

の

(件)
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 民生・
問４

児童委員活動を進める上で困っていること
（合計）

23

19

9

14

14

30

50

23

17

9

30

17

28

11

41

30

52

85

87

0 20 40 60 80 100

1専門的な知識やサービス等が不足

2一人で活動するのは不安

3困ったことが起きた場合に

相談するところがない

4関係機関や専門職が十分な

対応をしてくれない

5法律や制度の谷間にあって対応

してくれる関係機関や専門職がいない

6守秘義務を守りながら

活動を行うのは難しい

7地域住民に民生・児童委員の仕事が

知られていない

8新しい制度や手続が増えたので

理解が大変

9対象者の価値観や生活スタイルが多様化し、

どう対処してよいか分からない

10世代が異なると価値観や意識のずれがある

11他の地域からの転入者が増え

地域を巻き込んだ活動が困難

12課題によっては深く関わる

必要があり重荷

13課題によっては、深い関わりが必要だが、

拒絶され、何もできない

14活動時間や事務量が多く、

自分の時間が制限される

15見守り支援等の拘束時間が長く、負担

16社協会費等のお願いなど

金銭徴収の負担が大きい

17職務のために、家庭や家族に

迷惑をかけている

18民生・児童委員の職務のために、

自分の仕事に支障がある

19その他

(人)
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 問

 (

 

 (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５　ひとり暮らし高齢者、高齢者世帯調査について

1)訪問したひとり暮らし高齢者・高齢者世帯の件数
（平均） 57.0 件

2)調査結果は民生・児童委員活動に役立っているか

(3）今後の調査の実施、ふれあいサポート活動の推進に関する意見(一部)

(n=268)

無回答
18

役立って
いる

157

どちらと
もいえな

い

 89

役立たな
い

4

・ふれあいサポート活動を、もっと気軽に利用できるよう PR した方がよいと思う。 

・子と同居していても精神的にさみしい思いをしている高齢者がいる。そういう方もひとり暮らしの方と同じ

ように希望するサービスが受けられると良い。 

・災害弱者の名簿を作ったが、今の段階では作っただけで実際にどのように活用するかまで至っていない。何

かあった時、誰が誰をサポートするかまで決めなければ意味がないと思うが、それは非常に難しいと思う。 

・民生・児童委員はサポートを必要としている方を把握しているので、担当民生・児童委員が出来る範囲内で

あれば活動に協力できる。 

・高齢者でもすこぶる元気な方の活動への参加を呼びかけるとよいと思う。また、配食サービスボランティア

が不足しているようだが、小学生の高学年、中学生、高校生などにお願いするのはどうか。 

・配食サービスは現在週２回とされているが、老人を在宅介護しながら働かなければならない人にとって、毎

昼食のサービスが必要であるため、結局民間の給食を頼まなければならない。 

・配食サービスは昼食より夕食に人気があり定員いっぱいとなる。もう少し増やせないものか。 

・１３地区に別れたのでキメ細かく活動ができて良くなった。地域センターの所長に決定権を増していって、

独自性を持たせることが重要。 

・調査は３年おきだが、訪問によって得られる情報、あるいは民生・児童委員活動の中で得られた情報を、関

係機関に報告し、迅速に変更・対応する必要がある。いち早く手厚い想いを対象者に与える心を活動に表すべ

き時期に来ている。 

問６　地区民生・児童委員協議会の組織活動について、どう感じているか

(n=268)

どちらか
といえ

ば、情報

伝達等の

一方通行

の活動
123

その他
21

民主的な
運営が図

られてい

る

123

無回答
1
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問７　今後の民生・児童委員

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 問８　自由意見(

活動について、どう考えているか

一部)

(n=268)

76

138

14

43

0

20

40

60

80

100

120

140

取

り

組

ん

で

い

き

た

い

こ

れ

か

ら

も

積

極

的

に

職

務

が

重

く

負

担

で

あ

る

や

り

が

い

は

あ

る

が

、

私

に

は

不

向

き

ど

ち

ら

か

と

い

う

と

そ

の

他

(件)

・高齢者の問題は在宅介護支援センターにすぐつなぐことができるようになり、一般の方々も直接

連絡をとることが多くなり内容は充実してきた。今後は児童・障害者の問題でもう少し我々も勉強

しなければならないし、その中に入っていかなければならないのではないか。 

・担当する町会の区割りについて、自分の町会の人を他町会の民生・児童委員が担当しているのは

いろいろな面で不都合ではないか。町会長から推薦された者として、そこの住民を担当するのが自

然。 

・民生・児童委員は、ボランティアで行うには行政から割り当てられる仕事量が多すぎる。 

・地域福祉計画等の重要性を地区民生・児童委員協議会で説明してもらえれば、委員の更なる協力

を得られるのではないか。民生・児童委員協議会で、このことについて話し合いを持ちたい。 

・高齢者相談員の仕事がウエイトが大きい割には住民に知られておらず、高齢者宅の訪問活動をし

ているだけで「民生委員があの家に行くのはどうして」と聞かれることがあり、困る。高齢者相談

員の宣伝をして欲しい。 

・主任児童委員としての活動について、学校差があり、情報がつかみにくく、問題が大きくなると

心が痛む。また、親に拒絶されると糸口が見つからず、何も手を差し伸べられずジレンマに陥る。 

・家族の理解があるので良いが、高齢者が増え、支援センターでのボランティアも多くなって、だ

んだんに負担がかかるようになっている。 
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②退任民生・児童委員アンケート調査

退任民生・児童委員　５２人中３６人（回答率６９．２%）
平成１４年１０月１１日～平成１４年１１月８日

問１
【性別】 【年齢】

【地区】

　調査回答数
　調査期間

（n=36)

男性
 5

女性
20

無回答
11

(n=36)

50歳代
2

60歳代
6

40歳代
0

39歳以
下

0

70歳以
上
26

無回答
2

(n=36)

0

1

4

2

1

2 2

4

3 3

7

6

0

1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

①

品

川

第

一

②

品

川

第

二

③

大

崎

第

一

④

大

崎

第

二

⑤

大

井

第

一

⑥

大

井

第

二

⑦

大

井

第

三

⑧

荏

原

第

一

⑨

荏

原

第

二

⑩

荏

原

第

三

⑪

荏

原

第

四

⑫

荏

原

第

五

⑬

八

潮

無

回

答

(人)
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 【担

 

 

 問２

 (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【職業】

当年数】（平均）
民生・児童委員として（期） 4.9 期

主任児童委員として（期） 0.2 期

1)地域で務めている役職

(n=36)

宗教家
 0

公務・公的
機関勤務

1

自由業（医
師、弁護士

等）
 0

その他
5

民間事業所
勤務
 0

自営の商・
工・サービ

ス業
4

無回答
 2

無職
24

(n=36)

0

3

0

2

7

0 0 0 0 0

2

0

9

12

0

2

4

6

8

10

12

14

 

 
役

員

①

町

会

・

自

治

会

②

P
T

A

役

員

　

地

区

委

員

③

青

少

年

対

策

④

子

供

会

役

員

　

評

議

員

⑤

社

会

福

祉

協

議

会

⑥

高

齢

者

ク

ラ

ブ

役

員

⑦

保

護

司

⑧

警

察

母

の

会

　

推

進

委

員

⑨

交

通

安

全

⑩

消

防

団

員

　

推

進

委

員

⑪

明

る

い

選

挙

　

推

進

委

員

⑫

健

康

づ

く

り

　

推

進

委

員

⑬

食

生

活

改

善

⑭

そ

の

他

Ｐ
Ｔ

Ａ

（人)
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問３
(１)民生・児童委員としての経験上、誰からどのような支援があると活動がやりやすくなると思うか 

・新任の民生・児童委員の方々には、前任者がほぼ１年間くらい年中行事等の度に連絡をとり合う

と、新任の方はやり易いのではないか。 

・民生・児童委員の仕事は地元密着の多い仕事なので、町会の役員、町会長、その他の一般の町会

員の皆さんの手助けや情報などの提供や協力があると大変活動がしやすい。 

・後任の民生・児童委員が早く個々のケースを把握するように助言することは当たり前だが、あま

りでしゃばりすぎるとよくない。相談があった時は自分の知っている限りケース別に教える。 

・前任者の方、地区協議会の会長、同じ町会の民生・児童委員の方に支援をお願いした。また、家

族の理解と協力が必要。 

・児童の場合は、学校と連絡をし、学校の行事に参加し、今は児童が少ないので何処のお子さんか

把握したい。それには学校より連絡が欲しい。 

・民生・児童委員活動は教育委員会、学校、保健所等関係機関とそのボランティア団体との連携。

特に児童虐待、不登校は警察と連絡。

(２)民生・児童委員活動への支援

協力可能な日数
2.9

(n=36)

協力は難
しい

9

その他
 3

都合のつ
く範囲で

協力した

い

 21

是非協力
したい

 1

【協力可能な日数】（平均）2.9日/月
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（３）品川区世論調査「地域福祉とふれあいサポート活動について」 

 
区では２年に１度、品川区内に在住の満２０歳以上の区民を対象として、区の施策の

基礎的参考資料とするため、区民の意識や意向を把握する「品川区世論調査」を実施し

ています。 
平成１４年度に実施した調査では、「第三次品川区長期基本計画」の検証と、今

後のプランづくりに資するため各分野にわたる調査を実施しました。 
「地域福祉とふれあいサポート活動」についてもその１項目として調査を行い

ました。 
 

１ 調査対象 品川区在住の満２０歳以上の区民 
２ 対象者数 １５００人 
３ 抽出方法 層化二段無作為抽出法  
４ 回収数  １１３４人 
５ 回収率  ７５．６０％ 
６ 調査期間 平成１４年７月８日～２２日 
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「第１５回品川区世論調査」（２００２年１１月）Ｐ９７～１０５ 
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７. 福祉関係施設一覧（平成 15 年 4 月 1 日現在） 

 

 109

２ 高齢者関係施設

１ 地域センター・区民集会所

名   称 所   在   地 電   話

人

人

人143

昭４４． ４． １

昭３４．１０．２４

昭５７．１２． １３７８１－８１５５

人

人

人

人

100

人

人

人

人

70

70

人

300

120

120

110

100

100

100

人

人

100

130

140

人

人

140

70昭５１． ７． １

昭４７． ４．１５

昭３３．１２． １

昭５３． ６． １

昭５４． ７． ２

昭４８． ３．１４

昭４８． ６． １

昭４９． ６． １

昭４９． ７． ７

昭５０． ８． １

３４７１－７０００

３４９２－９２９７

３４４９－１７５０

３７８１－５４２４

３７６５－７０２２

３７８１－６５０６

３４４５－０２９６

３４９３－００７６

３７８２－１３６９

３４７１－６５０７

３７８３－７４７９

３７８５－６４２０

開   設

３４７２－２９４４

３７７５－５４０８

３７６１－６５４０

昭４７． ７． １

昭４６． ５． １

昭４６． ６． １

定   員

東 品 川 シ ル バ ー セ ン タ ー

西 大 井 シ ル バ ー セ ン タ ー

南 大 井 シ ル バ ー セ ン タ ー

東品川 ３－３２－１０

西大井 １－８－７

南大井 ３－７－１３

名   称 所   在   地 電   話

平 塚 シ ル バ ー セ ン タ ー

北 品 川 シ ル バ ー セ ン タ ー

旗 の 台 シ ル バ ー セ ン タ ー

小 山 シ ル バ ー セ ン タ ー

大 崎 シ ル バ ー セ ン タ ー

上 大 崎 シ ル バ ー セ ン タ ー

ゆ た か シ ル バ ー セ ン タ ー

関 ヶ 原 シ ル バ ー セ ン タ ー

平塚 ２－１０－２０

北品川 １－２９－１２

旗の台 ４－１３－１

小山 ５－１７－１８

西五反田 ３－９－１０

大崎 ２－７－１３

上大崎 １－３－１２

豊町 ３－２－１５

東大井 ６－１１－１１

後 地 シ ル バ ー セ ン タ ー

五 反 田 シ ル バ ー セ ン タ ー

西五反田シルバーセンター

南 品 川 シ ル バ ー セ ン タ ー

(1)  シルバーセンター(１６か所)

品 川 第 一 地 域 セ ン タ ー
区 民 集 会 所

北品川 ３－１１－１６ ３４５０－２０００

品 川 第 二 地 域 セ ン タ ー
区 民 集 会 所

南品川 ５－３－２０ ３４７２－２０００

大 崎 第 一 地 域 セ ン タ ー
区 民 集 会 所

西五反田 ２－２４－２ ３４９１－２０００

大 崎 第 二 地 域 セ ン タ ー
区 民 集 会 所

大崎 ２－７－１３ ３４９２－２０００

大 井 第 一 地 域 セ ン タ ー
南大井 １ー１２－６
（南大井文化ｾﾝﾀｰ内）

３７６１－２０００

大 井 第 二 地 域 セ ン タ ー
区 民 集 会 所

大井 ２－２７－２０ ３７７２－２０００

大 井 第 三 地 域 セ ン タ ー
区 民 集 会 所

西大井 ４－１－８ ３７７３－２０００

荏 原 第 一 地 域 セ ン タ ー
区 民 集 会 所

小山 ３－２２－３ ３７８６－２０００

荏 原 第 二 地 域 セ ン タ ー
区 民 集 会 所

荏原 ６－１７－１２ ３７８２－２０００

荏 原 第 三 地 域 セ ン タ ー
区 民 集 会 所

平塚 １－１３－１８ ３７８３－２０００

荏 原 第 四 地 域 セ ン タ ー
区 民 集 会 所

中延 ５－３－１２ ３７８４－２０００

荏 原 第 五 地 域 セ ン タ ー
区 民 集 会 所

二葉 １－３－３７ ３７８５－２０００

八 潮 地 域 セ ン タ ー
区 民 集 会 所

八潮 ５－１０－２７ ３７９９－２０００

東 大 井 区 民 集 会 所 東大井 ２－１６－１２ ３７６５－２４１１

荏 原 区 民 セ ン タ ー 荏原 ５－６－５ ３７８８－７９３９

荏 原 西 区 民 集 会 所 荏原 ４－１６－１１ ３７８６－３７３５

り ん し ２ １ 区 民 集 会 所 小山台 １－４－１ ５７０４－４０２１

中 延 シ ル バ ー セ ン タ ー 中延 １－８－７

小山 ２－９－１９

東五反田 ２－１５－６

南品川 ５－１０－３
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平１３．１０． １

平１４． ４． １

平１４． ６． １

平１２． ４． １

平１３． ４． １

平１３． ５． １

平１３． ６． １

平１０． ５． １

平１１． ４． １

平１１． ８． １

平１２． ４． １

５７４３－２９４３

開   設

平 ３． ３． １

平 ５． ４． １

平 ６． ４． １

平 ７． ２． １

平 ８． ５． １

平 ９． ４． １

平 ９． ５． １

平１０． ４． １

５７６７－０６２５

５７４０－６１１５

５７４９－２５３１

５７８３－２６５６

５４７９－８５９３

５７４３－６１２０

５７５３－３９０２

５７５０－７７０７

５７５０－３７０４

５７４９－７２８８

３７８７－２１６７

３４７３－１８３１

中延 ６－５－１９

東品川 ３－３２－１０

大井 ３－１５－７

電   話

３７８６－３７１９

５４７９－２７９３

５７４２－２７２３

３７７９－２９８１

５７５０－１０５３

３７９０－０４７０

南大井 ５－１９－１

西品川 １－２８－３

南大井 ５－２－１７

西五反田 ５－１３－１４

中延 ６－８－８

上大崎 １－３－１２

東品川 １－８－３０

西大井 ２－４－４

西 大 井 第 二

所     在     地

中延 １－８－７

東品川  ３－１－５

大井 ４－１４－８

大崎 ２－１１－９

戸越 １－１５－２３

八潮 ５－１０－２７

荏原 ２－９－６

小山 ７－１４－１８

南 大 井 第 二

上 大 崎 第 二

中 延 第 二

東 品 川 第 二

台 場

西 大 井

南 大 井

戸 越 台 第 二

荏 原

小 山

中 延

上 大 崎

大 井

大 崎

戸 越 台

八 潮

平 ７． ７．１２

名     称

成 幸

平１１． ８．２３

昭５２． ６． １

昭５８． ９． １

平 ７． ４． １５７５１－３３３４

３７７１－６１６６

豊町 ３－２－１５

東 品 川

３４５０－０７１１

３４５０－０７１３

３７８５－５６００

３４９５－５１５９

同 大 井 作 業 所

北品川 ３－１１－１６

東大井 １－４－１４

西五反田 ５－１３－１４

荏原 ２－１６－１８

大井 ３－１５－７

同 東 大 井 分 室

同 ゆ た か 分 室

同 西 五 反 田 作 業 場

同 荏 原 支 部

戸

戸

戸

戸  数

10

13

9

戸

戸

戸

戸

戸

戸

戸

平  ８． ４． １

平１１． ８． １

平１２． ７． １

40

52

8

12

53

13

14

豊町 ６－３０－１１

中延 ４－５－１０

開    設

平  ３． ７． １

平  ５． １． １

平  ５． ４． １

昭６３． ５． １

平  ３． ７． １

平  ４． ４． １

平  ６． ６． １

南品川 ４－５－４

豊町 ６－３０－４

西大井 ４－１２－１１

二葉 １－１６－１４

八潮 ５－１０－２７

東品川 ３－１－５

大井 ４－１４－８

二葉 １－３－２８

ア ツ ミ マ ン シ ョ ン

バ ン ブ ー ガ ー デ ン

オ ー ク 中 延

借
 

上
 

げ

カ ガ ミ ハ イ ツ

パ レ ス ガ ル

メ ゾ ン 琴 秋

グ レ ー ス マ ン シ ョ ン

八 潮 わ か く さ 荘

東 品 川 わ か く さ 荘

大 井 倉 田 わ か く さ 荘

区
 

立

名      称 所     在     地

品 川 区 ｼ ﾙ ﾊ ﾞ ｰ人 材 ｾﾝ ﾀｰ

電   話 開   設

昭５２． ４．２８

所在地名     称

（３）  シルバー人材センター

（４）  在宅介護支援センター（１９か所）

   注） 東品川わかくさ荘およびｸﾞﾚｰｽﾏﾝｼｮﾝは、障害者住宅各２戸を含む。

＊世帯用２戸
   を含む

（２）  高齢者住宅（１０か所）
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５７５３－３９０１ 平１２． ５． １

電   話

５４７９－２７９３

３４４６ー４３０１

３４４５－１６０１

（５）  在宅サービスセンター（１５か所）

（６）  特別養護老人ホーム（７か所）

上大崎 ３－１３－２６

所   在   地 電   話

東品川 ３－１－５

名   称

高 齢 者 に や さ し い 住 宅ﾓ ﾃﾞ ﾙﾙ ｰﾑ

目 黒 高 齢 者 就 業 相 談 所

平１２． ５． １ 36 人

定   員開   設

入所 100人
通所(ﾃﾞｲｹｱ)40人

五 反 田 公 共 職 業 安 定 所

所   在   地

上大崎 ２－１５－１８

定   員

東 海 ホ ー ム 東品川 ３－１－８ ５４７９－２９８１

名    称 所   在   地 電   話 開   設

定   員

ロ イ ヤ ル サ ニ ー 西大井 ２－４－４

50 人

名    称 所   在   地 電   話 開   設

５７４３－６１１１ 平１２． ４． １

120 人

80 人

60 人

中 延 中延 ６－８－８ ３７８７－２９５１ 平１０． ５． １

荏 原 荏原 ２－９－６ ５７５０－２９４１ 平 ９． ５． １

72 人

晴 楓 ホ ー ム 東品川 ３－１－８

戸 越 台 戸越 １－１５－２３ ５７５０－１０５４ 平 ８． ５． １

５４７９－２９８１ 平 ２． ５． １

80 人

80 人

80 人

定   員

か え で 荘

成 幸 ホ ー ム 中延 １－８－７

八潮 ５－１－１

３７８７－３６１６

３７９０－４７２９

昭５７．１１． ８

昭５８． ４． １

名    称 所   在   地 電   話 開   設

ﾃ ﾞ ｲｻ ｰﾋ ﾞ ｽ ｾﾝﾀｰ陽 だ まり 八潮 ５－２－２ ３７９９－３０７７ 平１０．１０． ２

月 見 橋 南大井 ５－２－１７ ５７６７－０６２６ 平１３． ４． １

南 大 井 南大井 ５－１９－１ ５７５３－３９０３ 平１２． ５． １

西 大 井 西大井 ２－４－４ ５７４３－６１２０ 平１２． ５． １

中 延 中延 ６－８－８ ３７８７－２１３７ 平１０． ５． １

小 山 小山 ７－１４－１８ ５７４９－７２５１ 平１０． ４． １

五 反 田 東五反田 ２－１５－６ ３４４５－０５１１ 平 ９．１１． ２

荏 原 荏原 ２－９－６ ５７５０－３７０６ 平 ９． ５． １

戸 越 台 戸越 １－１５－２３ ５７５０－１０５２ 平 ８． ５． １

八 ツ 山 東品川 １－１－９ ３４５０－８００８ 平 ７．１０． ２

大 崎 大崎 ２－１１－９ ３７７９－２９８１ 平 ７． ２． １

大 井 大井 ４－１４－８ ５７４２－２７２１ 平 ６． ４． １

東 品 川 東品川 ３－１－８ ５４７９－２９４６ 平 ２． ５． １

３７９０－０３４４

３７８８－３３１５

昭５８． ４． １

昭５７．１２． １成 幸

八 潮

中延 １－８－７

八潮 ５－１０－２７

名     称 所     在     地 電   話 開   設

平 ２． ５． １

（７）  軽費老人ホーム

（８）  高齢者の安心の住まい

（９）  老人保健施設

（１０） その他

さ く ら ハ イ ツ 南 大 井 南大井 ５－１９－１

（※ 入所定員には、短期入所（ｼｮｰﾄｽﾃｲ）２０名を含む。）

５７５３－３９００

ケアセンター南大井 南大井 ５－１９－１

名    称
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（仮称）
西 大 井 六 丁 目 入 所 施 設

名   称 開   設

障害者就労支援センター
南品川 ３－７－７
（福祉工場しながわ内）

３４７１－２５２５ 平１５． ４． １

人旗 の 台 つ ば さ の 家

西大井 ６－２－１４・１５
平１６． ４． １

（予定）
30 人

旗の台 ３－５－１１
平１５． ７． １

（予定）
6

障害者生活支援センター
平塚２－１２－２
(家庭あんしんセンター内）
＊障害者用住宅２戸を併設

５７４９－１０３４ 平１４． ９． １

所   在   地 電   話

昭５３． ４． １

第 一 し い の き 学 園
（ 通 所 更 生 ）

東品川 ３－１－８ ５４７９－２９４１ 平 ２． ５． １

西 大 井福 祉園 (通 所更 生)

品 川 児 童 学 園
（ 知 的 障 害 児 通 園 施 設 ）

南品川 ３－７－７

ト ッ ト 文 化 館
（ 聴 覚 通 所 授 産 ）

昭５２． ７

開   設

平 ６． ４． １

３７９０－４７２０

開   設

３ 障害者関係施設

第 一 さ つ き 園 ( 入 所 授 産 ) 八潮 ５－１－１

20 人

八潮 ５－１－１ ３７９０－４７２９ 昭５８． ４ 人

昭６２． ４３７７９－０２３３

30

（１）  身体障害者関係施設（４か所）

名   称 所   在   地 電   話

名   称 所   在   地 電   話

３７８５－３３２２
心 身 障 害 者 福 祉 会 館
（ B 型 セ ン タ ー ）

旗の台 ５－２－２

第 二 さ つ き 園 ( 通 所 授 産 )

50 人

西品川 ２－２－１６

昭５８． ４ 50 人

定   員

（２）  知的障害者(児)関係施設（１２か所）

定   員

第 一 か も め 園 ( 入 所 更 生) 八潮 ５－１－１ ３７９０－４７３２ 昭５８． ４

50

24

サ ン か も め ( 通 所 更 生 ) 八潮 ５－１０－２７ ５７５５－７８１７ 平１４． ４． １ 30

第 二 か も め 園 ( 通 所 授 産) 八潮 ５－１－１ ３７９０－４７２９

３７７７－０２９４ 平 ６． ４． １西大井 ５－７－２４

昭５８． ４

8

豊町 ２－１１－１７

平１０． ４． １

昭３３． ４． １３４７１－０８４１

５４６１－８８２２

３７８２－６７１４

３４７１－０９１９

平 ５． ６． １

平 ３．１０． １

３７７７－１４７８

３７８５－１２５６

グ
ル
ー

プ
ホ
ー

ム

北 品 川 つ ば さ の 家

西 大 井 つ ば さ の 家

若 草 寮

渡 辺 生 活 寮

北品川 ３－７－２１

西大井 ５－７－２４

豊町 ４－５－１１

ふ れ あ い 作 業 所

” 西 品 川 分 室

西大井 ４－９－９

福 祉 工 場 「 し な が わ 」
（ 知 的 障 害 者 就 労 施 設 ）

（４）  心身障害者(児)関係施設他

南品川 ３－７－７

名   称 所   在   地 電   話

（３）  障害者生活支援センター・障害者就労支援センター

３４７４－３８０１

” 荏 原 分 室

品 川 ろ う 学 校

３４７４－５４４２

３７７５－４５８５

西品川 １－２８－３ ３７８７－５７５０

品 川 児 童 相 談 所 北品川 ３－７－２１

第 二 し い の き 学 園
（ 通 所 授 産 ）

東品川 ３－１－８ ５４７９－２９４１ 平 ２． ５． １

人

人

人55

人

人

人

人

人

35

20

10

人

人

30

4

12

人

品 川 景 徳 学 園 旗の台 ５－２５－１９ ３７８３－３７８１

西中延 １－２－８ ５７８８－３１５１

南品川 ６－１５－２０
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八 潮 西 保 育 園 八潮 ５－４－１６

昭６０． ４． １

３７９９－０７７７ 昭５８． ８． １

4 児童関係施設

（１）  区立保育園(３８か所)

人

人100

95 人

昭５２． ７． １

人

84 人

70 人

80 人

88
100

人
人

八 潮 南 保 育 園 八潮 ５－８－４１

平 塚 保 育 園 平塚 ２－２－３ ３７８５－６７７０

３７９９－２４２４

八 潮 北 保 育 園 八潮 ５－１－３ 95 人

昭５４． ６． １ 100

昭５８． ４．  １

３７６１－０３２１

３７７１－２２１１

100 人

３７９９－０５３１

昭５１． ８． １ 100 人

100 人

伊 藤 保 育 園 西大井 ６－１３－１

水 神 保 育 園 南大井 ６－２－１５

人

80 人昭５１． ７． １３４４５－４５３４

３７８３－６３６１ 昭５０．１０． １ 100荏 原 西 保 育 園 荏原 ４－１６－１１

五 反 田 保 育 園 東五反田 ２－１５－６

人

100 人昭５０．１０． １３７７６－８５３９

３７８５－７８３３ 昭４９． ７．  １ 80富 士 見 台 保 育 園 西大井 ６－１－１５

大 井 倉 田 保 育 園 大井 ４－１１－８

人

80 人昭４９． ７．  １３４９２－６２６５

３４９２－５１８８ 昭４８． ７．  １ 80中 原 保 育 園 小山 １－４－１

大 崎 保 育 園 大崎 ５－２－１

人

80 人昭４８． ６．  １３７１０－４４１５

３７８４－１９０３ 昭４７． ９． １ 80旗 の 台 保 育 園 旗の台 ５－１９－５

小 山 台 保 育 園 小山台 １－３－８

人

100 人昭４７． ８． １３７８３－８７４４

３４７２－５８０５ 昭４６． ８． １ 100東 品 川 保 育 園 東品川 １－３４－９

源 氏 前 保 育 園 中延 ４－１４－１９

人

63 人昭４６． ７． １３４７２－４６６１

３７６１－６５４３ 昭４６． ７． １ 100南 大 井 保 育 園 南大井 ３－７－４

八 ツ 山 保 育 園 東品川 １－２－１５

人

100 人昭４６． ５． １３７８１－３６０１

３４４７－０６６３ 昭４５．１０． １ 78東 五 反 田 保 育 園 東五反田 ５－２４－１

南 ゆ た か 保 育 園 豊町 ４－１７－２１

人

63 人昭４５． ９． １３７８２－６７８６

３７７５－４８６１ 昭４５． ６． １ 80滝 王 子 保 育 園 大井 ５－１８－１

二 葉 保 育 園 二葉 １－４－２５

昭４４． ７． １ 100 人

90 人昭４５． ６． １３７８５－０４１８

清 水 台 保 育 園 荏原 ７－８－３

東 中 延 保 育 園 東中延 ２－５－１０

３７８４－０５１９

一 本 橋 保 育 園 大井 ２－２５－１ 昭４４． ４． １

西 五 反 田 保 育 園 西五反田 ３－９－１０

３７７５－４３５１

昭４４． ４． １３４９３－００７５

人

63 人

75

東 大 井 保 育 園 東大井 １－２２－１６

３４９３－１３３３

昭４３． ６． １３４７１－１１９０

西 品 川 保 育 園 西品川 ３－１６－３５ 昭４３． ５． １

西 中 延 保 育 園 昭４２． ５． １西中延 ３－８－５ ３７８３－１８５６ 73

昭４１． ７． １

北品川 ２－７－２１ ３４７１－４９０７ 昭４２． ５． １ 78北 品 川 保 育 園

西 大 井 保 育 園
西大井 １－４－１（平15年4月現在）
西大井 １－１－１（平15年7月より）

３７７４－５３１５

中 延 保 育 園 西中延 １－６－１６ ３７８４－３４０５

昭４１． ５． １

三 ツ 木 保 育 園 西品川 １－９－１８ ３４９１－８５９３ 昭４０． ５． １

ゆ た か 保 育 園 豊町 １－１８－１５ ３７８６－０７３８ 昭３６． ４． １

荏 原 保 育 園 荏原  ２－１６－１８ ３７８１－５３３１ 昭３６． ４． １

名   称 所   在   地 電   話

78大 井 保 育 園 東大井 ６－１４－１６ ３７６１－８７９８ 昭３６． ４． １

品 川 保 育 園 南品川 ５－１０－３ ３４７１－０５０６ 昭３６． ４． １

開   設

75

人

人

100

43

人

定   員

90 人

人

人二 葉 つ ぼ み 保 育 園 二葉 １－３－２４ ３７８５－３４２３ 平１４． ９． １
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平１４．９．１

昭２５．８．１１

（４）  家庭あんしんセンター

（２）  私立保育園(８か所)

（３）  保育室（認可外保育施設） (４か所)

昭２５． ５． １

（５）  児童センター(２５か所)

ど ん ぐ り 保 育 園 南品川 ２－９－１３

宝 保 育 園 西五反田 ４－１２－１３ ３４９２－３８７２ 昭２６． ３．１５

石 井 保 育 園 小山 ２－６－１５

緑 の 家 保 育 園

東 戸 越 保 育 園

大井 ７－４－１８ ３７７６－４０７３

３７８１－５３６３

日 本 音 楽 学 校 保 育 園

八 潮 中 央 保 育 園

戸 越 ひ ま わ り 保 育 園 ３７８７－５８５６ 昭５８． ４． １

３７８１－３６６６ 昭３１．１２．２６

昭２７． ３．３１

豊町 ２－１６－１２ ５７０２－００３４ 平１４． ４． １

八潮 ５－１０－６０－１０１ ３７９９－１１５２ 昭５９． ４． １

３４７１－１６７３ 昭４８． ５． １

戸越 ６－１６－１４

40

60

40

60

40

40

40

30

35

60

36

60

南 品 川 児 童 ｾ ﾝ ﾀ ｰ 南品川 ４－５－２８

昭４８． ７． １

昭５５． ４． １

後 地 児 童 ｾ ﾝ ﾀ ｰ 小山 ２－９－１９

３４５０－５０４３

昭５４． ７． １

３４９２－６１１９中 原 児 童 ｾ ﾝ ﾀ ｰ 小山 １－４－１

３７８５－５０３３

昭５１． ８． １

滝 王 子 児 童 ｾ ﾝ ﾀ ｰ 大井 ５－１９－１４

平 塚 児 童 ｾ ﾝ ﾀ ｰ 平塚 ２－２－３

３７７１－１３１１

昭５４． ５． １

伊 藤 児 童 ｾ ﾝ ﾀ ｰ 西大井 ６－１３－１

３７８６－２２２８

３７７５－４３５２

昭５３． ５． １

昭５０．１０． １

一 本 橋 児 童 ｾ ﾝ ﾀ ｰ 大井 ２－２５－１

３７７６－４８８１

昭４４． ４． １

３７７１－３８８５

３７８５－５１２８

大 井 倉 田 児 童 ｾ ﾝ ﾀ ｰ 大井 ４－１１－３４

昭４６． ５． １

大 原 児 童 ｾ ﾝ ﾀ ｰ 戸越 ６－１６－１ 昭５８． ４． １

３７８１－３５７７南 ゆ た か 児 童 ｾ ﾝ ﾀ ｰ 豊町 ４－１７－２１

富 士 見 台 児 童 ｾ ﾝ ﾀ ｰ 西大井 ６－１－８ ３７８５－７８３４ 昭４９． ７． １

西 中 延 児 童 ｾ ﾝ ﾀ ｰ 西中延 ３－８－５ ３７８３－１８７５ 昭４２． ５． １

旗 の 台 児 童 ｾ ﾝ ﾀ ｰ 旗の台 ５－１９－５ ３７８５－１２８０ 昭４７． ９． １

北 品 川 児 童 ｾ ﾝ ﾀ ｰ 北品川 ２－７－２１ ３４７１－２３６０ 昭４２． ５． １

東 品 川 児 童 ｾ ﾝ ﾀ - 東品川 １－３４－９ ３４７２－５８０６ 昭４６． ８． １

東 大 井 児 童 ｾ ﾝ ﾀ ｰ 東大井 １－２２－１６ ３４７１－１０７０ 昭４３． ６． １

三 ツ 木 児 童 ｾ ﾝ ﾀ - 西品川 ２－６－１３ ３４９１－１００５ 昭４９． ７．２０

昭４５． ６． １

ゆ た か 児 童 ｾ ﾝ ﾀ ｰ 豊町 １－１８－１５ ３７８６－０６３３ 昭４３． ６． １

東 中 延 児 童 ｾ ﾝ ﾀ ｰ 東中延 ２－５－１０ ３７８５－０４１９

名   称 所   在   地 電   話 開   設

中 延 児 童 ｾ ﾝ ﾀ ｰ 西中延 １－６－１６ ３７８１－９３００ 昭４１． ７． １

ひ ま わ り 荘
( 母 子 生 活 支 援 セ ン タ ー ）

平塚 ２－１２－２ ５７４９－１０３１

18

定   員

人

名   称 所   在   地 電   話 開   設

め だ か 保 育 園 南大井 ５－３－４ ３７６１－３４７７ 昭５１．１２

品 川 学 童 園 戸越 １－２１－１４ ３７８１－４８７１ 昭３９．１０

こ ぐ ま 保 育 園 旗の台 ２－７－１７ ３７８３－０８８０ 昭３８． ８

名   称 所   在   地 電   話 開   設

ひ よ こ の 家 保 育 園 戸越  ５－１８－１９ ３７８１－０３３２ 昭３８． ４

戸越 ４－１－１０

定   員開   設名   称 所   在   地 電   話

人

人

定   員

34

40

人

人

人

―

34

40

30

人

人

人

人

人

人

人

―

人

人

人

人

人

人

人

定   員

24

21

23

人

20 世帯

人

人

人

人

83

40

90

人

人

人

70

70

78

78

―

子 育 て 支 援 セ ン タ ー

ファミリーサポート セ ン ター

人26
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（６）  児童センター分館 (１６か所)

八 潮 南 八潮 ５－９－１１ ３７９９－１５９４

大 崎 大崎 ５－２－１

芳 水 大崎 ４－１１－１２

城 南 東品川 ３－２５－１６

昭５９． ９． １

平 ４． ４． １

５４７９－４１０６

５７１８－７１７２

東大井 ５－１８－１

５４３４－９６６７

５ その他の施設

注） 定員は、学童保育クラブの定員をいう。

さ わ や か サ ー ビ ス

品 川 介 護 福 祉
専 門 学 校

５７１８－７１７３

西品川 １－２８－３ ５４９８－６３６４

大井１－１４－１
大井一丁目共同ビル

勝島 １－９－１１ ３７６１－４４６０

名   称 所   在   地 電   話

女 性 セ ン タ ー ５４７９－４１０４

浜 川 荘

母 子 福 祉 セ ン タ ー

ﾎ ﾞ ﾗ ﾝ ﾃ ｨ ｱ ｾ ﾝ ﾀ ｰ

40

40

30

60

40

40

60

40

40

40

30

40

40

40

36

35

昭５３． ４． １

鈴 ケ 森 南大井 ４－１９－３ ３７６４－２３０８ 昭５１． ４． １

３４９１－５３７３

３４７１－４７０７ 昭５７． ４． １

城 南 第 二 東品川 ３－４－５ ３４７１－５３００ 昭４４． ７． ７

原 西大井 ３－１－４ ３７７６－１９３９ 昭５５． ９． １

大 間 窪 二葉 １－３－３７ ３７８６－５３７６ 昭４４． ７． ７

源 氏 前 中延 ６－２－１８ ３７８６－５３７５ 昭４４． ７．１４

荏 原 南 荏原 ６－２－８ ３７８６－６６４９ 昭５１． ４． １

関 ヶ 原 東大井 ６－１１－１１ ３７６６－０９４３ 昭４９． ８． １

大 井 東大井 ６－１４－１６ ３７６２－７０３４ 昭４０． ５． １

西 品 川 西品川 ３－１６－３５ ３４９３－１３３２ 昭４３． ５． １

宮 前 戸越 ４－６－１８ ３７８５－７５３１ 昭４９． ４． １

開   設

第 二 荏 原 荏原 ４－１２－２０ ３７８６－２２２７ 昭５０． ４． １

40

105

定   員

荏 原 荏原 ２－１６－１８ ３７８３－００７５ 昭４４． ４． １

名   称 所   在   地 電   話

40

30

40

八 潮 児 童 ｾ ﾝ ﾀ ｰ 八潮 ５－１０－２７ ３７９９－３０００ 昭５８． ４． １

東 五 反 田 児 童 ｾ ﾝ ﾀ ｰ 東五反田 ５－２４－１ ３４４３－１６２９ 昭４５．１０． １

小 関 児 童 ｾ ﾝ ﾀ ｰ 北品川 ５－８－１５ ３４４９－１６７６ 昭５６． ５． １

昭５６． ４． １３７６８－２０２７

昭４６． ７． １３７６１－４１４８南 大 井 児 童 ｾ ﾝ ﾀ ｰ 南大井 ３－７－１３

水 神 児 童 ｾ ﾝ ﾀ ｰ 南大井 ５－１３－１９ 人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

注） 児童センターには、東中延、三ツ木、大井倉田を除き学童保育クラブを併設。
注） 定員は、学童保育クラブの定員をいう。
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８. 相談施設一覧（再掲） 

 

 

１ 在宅介護支援センター（１９か所）

名     称 所     在     地 電   話 開   設

成 幸 中延 １－８－７ ３７８６－３７１９ 平 ３． ３． １

東 品 川 東品川  ３－１－５ ５４７９－２７９３ 平 ５． ４． １

大 井 大井 ４－１４－８ ５７４２－２７２３ 平 ６． ４． １

大 崎 大崎 ２－１１－９ ３７７９－２９８１ 平 ７． ２． １

戸 越 台 戸越 １－１５－２３ ５７５０－１０５３ 平 ８． ５． １

八 潮 八潮 ５－１０－２７ ３７９０－０４７０ 平 ９． ４． １

荏 原 荏原 ２－９－６ ５７５０－３７０４ 平 ９． ５． １

小 山 小山 ７－１４－１８ ５７４９－７２８８ 平１０． ４． １

中 延 中延 ６－８－８ ３７８７－２１６７ 平１０． ５． １

上 大 崎 上大崎 １－３－１２ ３４７３－１８３１ 平１１． ４． １

台 場 東品川 １－８－３０ ５４７９－８５９３ 平１１． ８． １

西 大 井 西大井 ２－４－４ ５７４３－６１２０ 平１２． ４． １

南 大 井 南大井 ５－１９－１ ５７５３－３９０２ 平１２． ４． １

戸 越 台 第 二 西品川 １－２８－３ ５７５０－７７０７ 平１３． ４． １

南 大 井 第 二 南大井 ５－２－１７ ５７６７－０６２５ 平１３． ５． １

上 大 崎 第 二 西五反田 ３－９－５ ５７４０－６１１５ 平１３． ６． １

東品川 ３－３２－１０ ５７８３－２６５６ 平１４． ４． １

中 延 第 二 中延 ６－５－１９ ５７４９－２５３１ 平１３．１０． １

名   称 所   在   地 電   話

子 育 て 支 援 セ ン タ ー

ファミリーサポート セ ン ター
平塚 ２－１２－２

名   称 所   在   地 電   話

５７４９－１０３１ 平１４．９．１

開   設

３ 家庭あんしんセンター

開   設

２ 障害者生活支援センター・障害者就労支援センター

障害者生活支援センター
平塚２－１２－２
(家庭あんしんセンター内）

５７４９－１０３４ 平１４． ９． １

障害者就労支援センター
南品川 ３－７－７
（福祉工場しながわ内）

３４７１－２５２５ 平１５． ４． １

西 大 井 第 二 大井 ３－１５－７ ５７４３－２９４３ 平１４． ６． １

東 品 川 第 二
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